
労
働
市
場
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
成
立
三
〇
年
の
現
状
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は
じ
め
に

二
〇
一
五
年
は
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
成
立
し
、
日
本
が
国
連
の
女
性
差

別
撤
廃
条
約
を
批
准
し
た
一
九
八
五
年
か
ら
三
〇
年
に
あ
た
る
。
お
り
し
も
一

五
年
二
月
、
前
年
末
の
衆
議
院
解
散
で
審
議
未
了
と
な
っ
て
い
た
「
女
性
の
活

躍
推
進
法
（
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
）
案
」

が
再
上
程
さ
れ
た
。
女
性
を
「
我
が
国
最
大
の
潜
在
力
」
と
位
置
づ
け
、
経
済

成
長
戦
略
の
一
環
と
し
て
女
性
の
活
躍
推
進
を
位
置
づ
け
る
現
政
権
の
経
済
政

策
に
は
多
く
の
批
判
が
あ
る
も
の
の
、「
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の

推
進
」
が
あ
ら
た
め
て
喧
伝
さ
れ
る
現
状
は
、
職
業
生
活
に
お
け
る
男
女
平
等

が
い
か
に
進
展
し
て
い
な
い
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
成
立
し
て
三
〇
年
。
こ
の
間
、
労
働
市
場
に
お
け

る
男
女
格
差
は
ど
の
程
度
ま
で
縮
小
し
、
雇
用
機
会
や
稼
得
機
会
に
お
け
る
男

女
平
等
は
ど
こ
ま
で
実
現
し
て
き
た
の
か
。
本
特
集
は
日
本
の
労
働
市
場
の
ジ

ェ
ン
ダ
ー
構
造
に
つ
い
て
、
政
府
統
計
を
も
と
に
で
き
る
だ
け
長
期
的
な
推
移

を
辿
り
な
が
ら
現
時
点
の
状
況
を
確
認
し
、
今
日
的
な
課
題
を
考
え
る
材
料
を

提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章

国
際
比
較
か
ら
み
た
日
本
の
位
置

ま
ず
、
日
本
の
男
女
の
労
働
実
態
は
先
進
諸
国
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置

に
あ
る
の
か
、
他
国
と
の
比
較
に
お
い
て
主
な
労
働
指
標
を
み
て
み
よ
う
。

�
労
働
力
率
・
就
業
率

女
性
の
労
働
力
率
・
就
業
率
は
他
の
先
進
諸
国
と
比
べ
て
低
い
こ
と
が
指
摘

さ
れ
る
が
、
現
状
は
ど
う
な
の
か
。
第
１
表
を
み
る
と
、
日
本
の
一
五
〜
六
四

歳
の
女
性
労
働
力
率
は
六
五
・
〇
％
で
あ
り
、
表
に
掲
げ
た
先
進
六
ヵ
国
の
な

か
で
最
も
低
い
。
た
だ
、
日
本
は
失
業
率
が
相
対
的
に
低
い
た
め
、
就
業
率
で

比
較
す
る
と
他
国
と
の
差
は
縮
小
し
、
女
性
就
業
率
は
フ
ラ
ン
ス
よ
り
高
く
な

る
。む

し
ろ
女
性
と
と
も
に
注
目
す
べ
き
は
、
男
性
労
働
力
率
の
高
さ
で
あ
る
。

日
本
の
男
性
の
労
働
力
率
・
就
業
率
は
六
ヵ
国
で
最
も
高
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
就

業
率
と
比
べ
る
と
一
〇
ポ
イ
ン
ト
以
上
も
高
い
。

そ
の
結
果
、
男
女
格
差
の
指
標
で
み
る
と
、
日
本
の
男
女
格
差
は
大
き
く
な

っ
て
い
る
。
男
性
の
労
働
力
率
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
、
女
性
の
労
働
力
率
は

七
六
・
八
％
水
準
と
八
割
に
満
た
な
い
。
女
性
の
労
働
力
率
を
一
と
し
た
場

合
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
男
性
は
女
性
の
一
・
〇
六
倍
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い

の
に
対
し
て
、
日
本
の
男
性
は
女
性
の
一
・
三
〇
倍
と
格
差
が
開
い
て
い
る
。

�
勤
続
年
数

日
本
の
女
性
の
平
均
勤
続
年
数
（
企
業
に
雇
わ
れ
て
か
ら
調
査
時
点
ま
で
の

年
数
）
は
九
・
一
年
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
よ
り
も

短
い
が
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
よ
り
は
長
い
。
女
性
の
勤
続
年
数
は
必
ず
し

も
短
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
女
の
勤
続
年
数
の
違
い
が
男
女
賃
金
格
差

の
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
っ
た
指
摘
が
な
さ
れ
る
の
は
、
男
性
の
勤
続
年

数
が
長
い
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
男
性
の
勤
続
年
数
は
一
三
・
三
年
で
あ
り
、
六
ヵ
国
の
な
か
で
最
も

長
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
男
女
格
差
指
標
で
み
れ
ば
、
他
国
で
は
男
女
で
勤
続
年
数
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第１表 先進６ヵ国の主な労働指標

男 性

スウェ
ーデン

８３．３

７６．３

９．７

１０．６

１０．７

１４７．７

Krona

１００

１０１．１

１０１．２

１０８

１４２

男女格差指標

女性＝１

スウェ
ーデン

１．０６

１．０５

０．９４

０．５８

２．５５

１．１０

１．１４

１．０１

１．０１

１．０１

１．１９

〔備考〕 ①②のアメリカ・イギリスは１６～６４歳。①のフランスは大都市圏の民間居住者が
対象。
③のアメリカは２０１４年１月の数値。
⑨の日本は勤続１～４年＝１００としたもの。

〔出所〕 労働政策研究・研修機構編『データブック国際労働比較（２０１５年版）』より作成。
原資料の出所は上記資料を参照されたい。

フラ
ンス

７５．５

６７．９

１２．３

６．２

１６．２

１８．８

Euro

１００

１１５．５

１１４．２

１２３

１５９

フラ
ンス

１．１３

１．１２

１．０１

０．２８

２．４９

１．２１

１．１８

１．０８

１．０３

１．１７

１．２２

ドイツ

８２．４

７７．７

１１．９

９．１

１６．４

２０．４６

Euro

１００

１２２．０

１１９．２

１４１

１９４

ドイツ

１．１４

１．１３

１．１０

０．２４

３．２８

１．３１

１．２３

１．０５

１．０１

１．１７

１．３２

イギ
リス

８３．１

７６．１

９．２

１２．０

１７．３

１２．７１

Pound

１００

１０９．８

１０７．８

１２０

１６６

イギ
リス

１．１６

１．１４

１．０６

０．３１

２．９８

１．２５

１．２４

１．０６

０．９９

１．１２

１．２６

アメ
リカ

７８．７

７２．６

４．７

８．２

２１．８

－

－

１００

－

－

－

－

アメ
リカ

１．１７

１．１７

１．０４

０．４９

２．１４

－

１．２２

－

－

－

－

日本

８４．６

８０．８

１３．３

１１．３

３１．６

２６１７

Yen

１００

１３４．８

１２８．１

１２８

１５５

日本

１．３０

１．２９

１．４６

０．３１

２．９８

１．９０

１．４０

１．２２

１．１６

１．２９

１．３６

女 性

スウェ
ーデン

７８．８

７２．５

１０．３

１８．４

４．２

１３４．４

Krona

８８．０

１００．４

９９．８

１０７

１１９

男性＝１００

スウェ
ーデン

９４．６

９５．０

１０６．２

１７３．６

３９．３

９１．０

８８．０

９９．３

９８．６

９９．１

８３．８

フラ
ンス

６７．０

６０．４

１２．２

２２．５

６．５

１５．６

Euro

８４．６

１０６．９

１１１．０

１０５

１３０

フラ
ンス

８８．７

８９．０

９９．２

３６２．９

４０．１

８３．０

８４．６

９２．６

９７．２

８５．４

８１．８

ドイツ

７２．５

６８．８

１０．８

３７．９

５．０

１５．６１

Euro

８１．３

１１６．５

１１８．４

１２１

１４７

ドイツ

８８．０

８８．５

９０．８

４１６．５

３０．５

７６．３

８１．３

９５．５

９９．３

８５．８

７５．８

イギ
リス

７１．７

６６．６

８．７

３８．７

５．８

１０．１８

Pound

８０．９

１０３．５

１０９．１

１０７

１３２

イギ
リス

８６．３

８７．５

９４．６

３２２．５

３３．５

８０．１

８０．９

９４．３

１０１．２

８９．２

７９．５

アメ
リカ

６７．２

６２．３

４．５

１６．７

１０．２

－

－

８２．１

－

－

－

－

アメ
リカ

８５．４

８５．８

９５．７

２０３．７

４６．８

－

８２．１

－

－

－

－

日本

６５．０

６２．４

９．１

３６．２

１０．６

１３８０

Yen

７１．３

１１０．３

１１０．３

９９

１１４

日本

７６．８

７７．２

６８．４

３２０．４

３３．５

５２．７

７１．３

８１．８

８６．１

７７．３

７３．５

２０１３年

２０１３年

２０１３年

２０１３年

２０１２年

２００８年

２０１３年

２０１０年

２０１０年

２０１３年

２０１３年

２０１３年

２０１３年

２０１２年

２００８年

２０１３年

２０１０年

２０１０年

％

％

年

％

％

男性＝１００

勤続１～５
年＝１００、
勤続年数
計

２９歳以下
＝１００、
年齢階級
計

労働力率（１５～６４歳）

就業率（１５～６４歳）

平均勤続年数

週３０時間未満労働者の割合

週４９時間以上労働者の割合

１時間あたり賃金（製造業）

男女賃金格差（産業計）

（製造業）

（産業計）

（生産労働者）

（管理・事務・技術労働者）

労働力率
（１５～６４歳）
就業率
（１５～６４歳）

平均勤続年数

週３０時間未満労働
者の割合
週４９時間以上労働
者の割合

１時間あたり賃金
（製造業）

男女賃金格差
（産業計）

（製造業）

（産業計）

（生産労働者）

（管理・事務・
技術労働者）

勤続別
賃金格
差

年齢別
賃金格
差

勤続別
賃金格
差

年齢別
賃金格
差

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

特集１ 労働市場のジェンダー構造
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は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
日
本
の
女
性
は
男
性
の
六
八
・
四
％

水
準
、
男
性
は
女
性
の
一
・
四
六
倍
と
格
差
が
開
い
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
要

因
は
女
性
の
勤
続
年
数
が
短
い
か
ら
で
は
な
く
男
性
の
長
さ
が
影
響
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

�
週
三
〇
時
間
未
満
労
働
者
と
四
九
時
間
以
上
労
働
者

労
働
時
間
が
週
三
〇
時
間
未
満
の
女
性
の
割
合
は
、
日
本
は
三
六
・
二
％
で

あ
る
。
二
割
以
下
と
少
な
い
ア
メ
リ
カ
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
二
割
強
で
あ
る
フ

ラ
ン
ス
と
比
べ
て
、
日
本
の
女
性
は
短
時
間
労
働
者
の
割
合
が
高
い
。
た
だ

し
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
は
日
本
以
上
に
高
く
、
日
本
の
女
性
だ
け
が
高
い
わ

け
で
は
な
い
。
日
本
の
男
性
も
一
一
・
三
％
は
短
時
間
労
働
者
で
あ
り
、
他
国

と
比
べ
て
そ
の
割
合
は
高
く
も
低
く
も
な
く
、
中
程
度
で
あ
る
。
日
本
は
高
齢

者
の
就
業
率
が
男
女
と
も
に
高
い
た
め
、
短
時
間
労
働
者
の
割
合
が
高
く
な
る

傾
向
が
あ
る
。

他
国
と
比
べ
て
日
本
が
特
徴
的
な
の
は
、
短
時
間
労
働
者
の
存
在
よ
り
む
し

ろ
長
時
間
労
働
者
の
存
在
で
あ
る
。
労
働
時
間
が
週
四
九
時
間
以
上
の
労
働
者

の
割
合
は
、
日
本
の
女
性
は
一
〇
・
六
％
で
あ
り
、
六
ヵ
国
の
な
か
で
最
も
高

い
。
男
性
で
は
三
一
・
六
％
に
及
び
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
三
倍
、
イ
ギ
リ
ス
・

ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
の
二
倍
に
あ
た
る
男
性
が
長
時
間
労
働
を
し
て
い
る
。

女
性
を
一
と
し
た
場
合
の
男
女
格
差
指
標
を
み
る
と
、
短
時
間
労
働
者
の
割

合
は
、
男
性
の
ほ
う
が
女
性
よ
り
少
な
い
た
め
、
一
よ
り
も
小
さ
く
な
る
。
日

本
は
〇
・
三
一
と
格
差
は
大
き
い
が
、
男
性
の
短
時
間
労
働
者
の
割
合
が
少
な

い
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
ほ
ど
、
男
女
格
差
は
大
き
く
な
い
。

長
時
間
労
働
者
の
割
合
は
、
女
性
を
一
と
し
た
場
合
、
日
本
で
は
男
性
が

二
・
九
八
と
な
り
、
た
し
か
に
男
女
で
違
い
が
あ
る
。
だ
が
、
日
本
は
女
性
の

長
時
間
労
働
者
の
割
合
も
高
い
た
め
、
長
時
間
労
働
者
の
割
合
の
男
女
格
差
は

ド
イ
ツ
よ
り
小
さ
く
、
イ
ギ
リ
ス
と
同
水
準
で
あ
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
他
国

と
比
べ
て
突
出
し
て
長
い
日
本
の
男
性
の
長
時
間
労
働
に
あ
わ
せ
て
日
本
の
女

性
も
長
時
間
働
い
て
い
る
者
が
多
い
た
め
、
長
時
間
労
働
者
の
割
合
で
み
た
男

女
格
差
は
他
国
と
比
べ
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

�
賃
金

日
本
の
製
造
業
の
一
時
間
あ
た
り
賃
金
は
、
女
性
一
三
八
〇
円
、
男
性
二
六

一
七
円
で
あ
る
。
男
女
格
差
指
標
で
み
る
と
、
女
性
の
賃
金
は
男
性
の
五
二
・

七
％
水
準
で
あ
り
、
男
性
は
女
性
の
一
・
九
〇
倍
の
賃
金
を
受
け
取
っ
て
い

る
。
他
の
先
進
国
で
も
男
性
の
ほ
う
が
女
性
よ
り
賃
金
は
高
い
が
、
そ
の
差
は

一
・
一
倍
か
ら
一
・
三
倍
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
・
九
倍
と
い
う
日

本
の
格
差
指
標
は
突
出
し
て
い
る
。

産
業
計
で
み
た
男
女
賃
金
格
差
も
、
男
性
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
、
女
性
の

賃
金
は
七
一
・
三
％
水
準
に
と
ど
ま
る
。
八
割
水
準
を
超
え
る
他
国
と
比
べ

て
、
日
本
で
は
男
女
の
賃
金
格
差
が
大
き
い
。
女
性
を
一
と
し
た
場
合
、
男
性

の
一
・
四
〇
倍
と
い
う
格
差
指
標
も
、
先
進
六
ヵ
国
の
な
か
で
最
も
高
く
際
立

っ
て
い
る
。

�
勤
続
・
年
齢
と
賃
金

日
本
の
男
女
賃
金
格
差
の
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

の
は
、
男
女
の
勤
続
年
数
や
年
齢
構
成
の
違
い
で
あ
る
。
そ
こ
で
勤
続
年
数
一

〜
五
年
（
日
本
は
一
〜
四
年
）
の
賃
金
を
一
〇
〇
と
し
て
勤
続
年
数
計
と
比
較

し
た
賃
金
格
差
を
み
て
み
よ
う
。

勤
続
年
数
計
と
比
較
す
る
と
、
製
造
業
の
女
性
で
は
日
本
は
一
一
〇
・
三
で
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あ
り
、
勤
続
年
数
に
よ
っ
て
賃
金
は
上
昇
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
一
六
・
五

の
ド
イ
ツ
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

よ
り
は
高
く
、
女
性
の
賃
金
は
日
本
で
も
他
国
と
同
様
に
上
昇
し
て
い
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
も
日
本
で
特
徴
的
な
の
は
男
性
の
賃
金
で
あ
る
。
勤
続
年
数

に
よ
る
賃
金
格
差
が
一
〇
一
・
一
と
ほ
と
ん
ど
な
い
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
、
一

二
二
・
〇
と
比
較
的
高
い
ド
イ
ツ
と
の
間
に
、
イ
ギ
リ
ス
一
〇
九
・
八
、
フ
ラ

ン
ス
一
一
五
・
五
が
位
置
す
る
な
か
、
日
本
は
一
三
四
・
八
と
突
出
し
て
高

い
。
そ
の
結
果
、
勤
続
年
数
に
よ
る
賃
金
の
上
が
り
方
は
日
本
の
女
性
は
他
国

と
比
べ
て
大
き
な
違
い
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
女
格
差
の
指
標
で
み
る

と
、
女
性
は
男
性
の
八
一
・
八
％
水
準
（
一
・
二
二
倍
）
と
格
差
が
大
き
く
な

っ
て
い
る
。
産
業
計
で
み
る
と
格
差
は
若
干
縮
ま
る
が
、
六
ヵ
国
の
な
か
で
男

女
格
差
が
最
も
大
き
い
状
態
に
変
わ
り
は
な
い
。

年
齢
別
に
み
た
賃
金
格
差
も
興
味
深
い
数
値
を
示
す
。
二
九
歳
以
下
の
賃
金

を
一
〇
〇
と
し
た
と
き
の
年
齢
階
級
計
の
賃
金
で
比
較
す
る
と
、
生
産
労
働
者

の
男
性
で
最
も
高
い
の
は
ド
イ
ツ
の
一
四
一
で
あ
る
。
日
本
は
一
二
八
で
あ

り
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
二
三
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
二
〇
と
同
程
度
で
あ
る
。
管
理
・

事
務
・
技
術
労
働
者
で
み
る
と
、
最
も
高
い
ド
イ
ツ
一
九
四
に
続
い
て
、
イ
ギ

リ
ス
一
六
六
、
フ
ラ
ン
ス
一
五
九
が
続
い
て
お
り
、
日
本
の
一
五
五
は
必
ず
し

も
高
く
は
な
い
。

一
方
、
女
性
を
み
る
と
、
日
本
は
賃
金
が
最
も
上
昇
し
な
い
国
で
あ
る
。
生

産
労
働
者
で
は
九
九
と
一
〇
〇
を
下
回
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
最
も
低
年
齢
層
で

あ
る
二
九
歳
以
下
の
賃
金
が
年
齢
階
級
計
で
み
た
賃
金
よ
り
高
い
こ
と
を
意
味

す
る
。
表
に
は
記
載
し
て
い
な
い
が
内
訳
を
詳
述
す
る
と
、
三
〇
歳
代
は
一
〇

六
、
四
〇
歳
代
は
一
〇
三
と
若
干
二
〇
歳
代
の
賃
金
を
上
回
る
も
の
の
、
五
〇

歳
代
は
九
七
、
六
〇
歳
代
は
八
三
と
二
〇
歳
代
の
賃
金
を
下
回
っ
て
い
る
。
こ

の
賃
金
の
低
い
中
高
年
労
働
者
が
相
対
的
に
多
い
こ
と
か
ら
、
年
齢
階
級
計
で

み
た
場
合
、
二
〇
歳
台
の
賃
金
を
超
え
ら
れ
な
い
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
他
の
先
進
国
の
女
性
を
み
る
と
、
年
齢
階
級
計
で
み
た
賃
金
が
二
〇
歳

台
の
賃
金
を
下
回
る
国
は
存
在
し
な
い
。
日
本
の
中
高
年
女
性
の
賃
金
の
低
さ

と
就
業
者
の
多
さ
を
示
唆
す
る
数
値
で
あ
る
。

管
理
・
事
務
・
技
術
労
働
者
で
み
て
も
、
日
本
の
女
性
の
年
齢
別
賃
金
格
差

は
、
年
齢
階
級
計
で
一
一
四
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
一
四
七
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
三

二
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
三
〇
と
比
べ
て
低
く
、
日
本
の
女
性
は
年
齢
を
重
ね
て
も

二
〇
歳
台
の
頃
の
賃
金
か
ら
わ
ず
か
に
し
か
上
昇
し
な
い
。

男
女
格
差
指
標
で
も
や
は
り
日
本
は
先
進
五
ヵ
国
の
う
ち
格
差
が
最
も
大
き

い
結
果
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
勤
続
別
と
年
齢
別
で
異
な
る
。
勤
続

年
数
別
で
は
男
性
が
他
国
と
比
べ
て
上
昇
幅
が
大
き
い
た
め
に
男
女
格
差
が
広

が
っ
て
い
る
が
、
年
齢
階
級
別
で
は
女
性
の
賃
金
が
他
国
と
比
べ
て
上
昇
し
な

い
た
め
に
男
女
格
差
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

�
国
際
比
較
と
男
女
格
差

以
上
、
先
進
各
国
の
主
な
労
働
指
標
を
み
て
き
た
が
、
各
国
の
数
値
は
出
典

と
な
る
資
料
の
調
査
方
法
や
定
義
の
違
い
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、
各
国
間
の
比

較
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
一
国
の
男
女
の
数
値
は
同
一
の
調

査
資
料
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
同
一
国
の
男
女
間
比
較
は
信
頼
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

そ
の
同
一
国
で
の
男
女
間
の
数
値
を
比
較
し
た
男
女
格
差
指
標
に
お
い
て
、

日
本
は
第
１
表
の
①
〜
⑨
の
指
標
の
う
ち
④
⑤
を
除
く
七
つ
で
最
大
値
を
示

す
。
日
本
は
他
の
先
進
諸
国
と
比
べ
て
労
働
市
場
に
お
け
る
男
女
格
差
が
大
き

い
国
で
あ
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
よ
う
。
日
本
が
最
大
値
を
示
さ
な
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い
④
⑤
は
い
ず
れ
も
労
働
時
間
に
関
す
る
指
標
で
あ
り
、
労
働
時
間
か
ら
み
た

男
女
格
差
は
大
き
く
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
男
女
と
も
に
長
時
間
労
働
者

の
割
合
が
高
い
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
日
本
の
労
働
市
場
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
に
つ
い
て
、
労

働
力
率
・
就
業
率
、
賃
金
、
労
働
時
間
な
ど
主
な
労
働
指
標
の
長
期
的
推
移
を

辿
り
な
が
ら
、
男
女
間
の
格
差
と
女
性
労
働
の
特
徴
を
み
て
い
く
。

第
二
章

労
働
力
率
・
就
業
率

ま
ず
、
労
働
力
率
や
就
業
率
な
ど
労
働
市
場
へ
の
参
加
指
標
に
つ
い
て
、
長

期
的
な
推
移
を
確
認
す
る
。

�
女
性
労
働
力
率
の
変
化

日
本
の
女
性
は
労
働
力
率
や
就
業
率
が
低
い
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

が
、
か
つ
て
は
日
本
の
女
性
労
働
力
率
は
他
国
よ
り
も
高
か
っ
た
。
一
九
六
一

年
に
出
版
さ
れ
た
労
働
省
婦
人
少
年
局
『
婦
人
労
働
の
実
情
』
に
よ
れ
ば
、
二

〇
〜
六
四
歳
の
女
性
労
働
力
率
は
、
ア
メ
リ
カ
四
二
・
〇
％
（
六
〇
年
）、
西

ド
イ
ツ
四
三
・
七
％
（
五
九
年
）、
フ
ラ
ン
ス
四
三
・
〇
％
（
五
八
年
）
に
対

し
て
、
日
本
は
五
七
・
八
％
（
六
一
年
）
で
あ
り
、
他
の
先
進
国
よ
り
高
水
準

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
次
節
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
自
営
業
主
や
家

族
従
業
者
が
多
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
産
業
構
造
の
転
換
に
と
も
な
い
、
自
営

業
層
か
ら
雇
用
労
働
者
層
へ
女
性
の
働
き
方
が
変
わ
る
に
つ
れ
て
、
女
性
労
働

力
率
も
就
業
率
も
徐
々
に
低
下
し
て
い
っ
た
。

�
就
業
状
態
の
推
移

第
２
表
は
、
一
五
歳
以
上
人
口
の
就
業
状
態
に
つ
い
て
、
一
九
五
五
〜
二
〇

一
四
年
ま
で
約
六
〇
年
間
の
推
移
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
女
性
労
働
力
率
・
就

業
率
が
最
も
低
い
の
は
七
五
年
で
あ
り
、
四
五
％
台
ま
で
低
下
し
て
い
る
。
こ

れ
は
二
〇
年
前
の
五
五
年
か
ら
一
〇
ポ
イ
ン
ト
も
低
下
し
た
数
値
で
あ
る
。

で
は
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
成
立
し
た
八
五
年
以
降
、
女
性
の
労
働
力

率
や
就
業
率
は
上
昇
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
八
五
年
と
二
〇
一
四
年
の
数
値
を
み

る
と
、
労
働
力
率
は
四
八
・
七
％
か
ら
四
九
・
二
％
、
就
業
率
は
四
七
・
四
％

か
ら
四
七
・
六
％
と
、
ほ
と
ん
ど
上
昇
し
て
い
な
い
。
こ
の
約
三
〇
年
間
、
女

性
の
労
働
市
場
参
加
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
男
性
の
労
働
市
場
参
加
と
比
較
す
る
と
、
異
な
る
見
方
が

可
能
と
な
る
。
八
五
年
か
ら
一
四
年
ま
で
、
女
性
の
労
働
市
場
参
加
は
ほ
と
ん

ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
一
方
で
、
男
性
の
労
働
力
率
は
七
八
・
一
％
か
ら
七
〇
・

四
％
へ
、
就
業
率
は
七
六
・
一
％
か
ら
六
七
・
七
％
へ
と
、
大
き
く
低
下
し

た
。そ

の
理
由
の
ひ
と
つ
は
人
口
の
高
齢
化
に
あ
る
。
日
本
は
高
齢
者
層
の
労
働

力
率
は
男
女
と
も
に
高
い
が
、
そ
れ
で
も
労
働
市
場
か
ら
引
退
す
る
年
齢
人
口

の
増
加
は
労
働
力
率
全
体
を
押
し
下
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の

急
激
な
人
口
高
齢
化
を
踏
ま
え
れ
ば
、
女
性
の
労
働
力
率
・
就
業
率
は
数
値
と

し
て
は
上
昇
し
て
い
な
い
も
の
の
、
労
働
市
場
に
お
け
る
存
在
感
は
確
実
に
高

ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

労
働
力
人
口
の
女
性
比
率
を
み
る
と
、
八
五
年
の
三
九
・
七
％
か
ら
一
四
年

に
は
四
二
・
九
％
ま
で
増
加
し
、
就
業
者
に
占
め
る
女
性
比
率
も
同
程
度
に
高

ま
っ
た
。
完
全
失
業
者
も
含
め
て
、
い
ま
や
日
本
の
労
働
市
場
に
存
在
す
る
労

働
力
の
四
割
以
上
が
女
性
で
あ
る
。
一
四
年
の
女
性
比
率
は
女
性
労
働
力
率
が
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高
か
っ
た
五
五
年
の
そ
れ
を
超
え
て
お
り
、
戦
後
の
歴
史
上
で
は
現
在
が
最
も

労
働
市
場
参
加
と
い
う
点
で
は
男
女
格
差
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

�
都
道
府
県
別
・
女
性
有
業
率

女
性
労
働
力
率
・
就
業
率
に
つ
い
て
は
、
地
域
差
が
大
き
い
こ
と
も
確
認
し

て
お
き
た
い
。
国
際
比
較
を
す
る
場
合
、
日
本
の
全
国
平
均
値
が
用
い
ら
れ
る

が
、
女
性
の
働
き
方
は
地
域
に
よ
る
差
が
大
き
い
。

第
３
表
は
、「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
で
み
た
都
道
府
県
別
の
女
性
有
業
率

で
あ
る
。
有
業
率
と
は
一
五
歳
以
上
人
口
に
占
め
る
有
業
者
の
割
合
で
あ
り
、

有
業
者
と
は
「
ふ
だ
ん
収
入
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
仕
事
を
し
て
お
り
、

調
査
日
以
降
も
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
者
及
び
仕
事
は
持
っ
て
い
る
が

現
在
は
休
ん
で
い
る
者
」
を
指
す
。
月
末
一
週
間
に
仕
事
を
し
た
か
ど
う
か
ア

ク
チ
ュ
ア
ル
ベ
ー
ス
で
就
業
者
を
把
握
す
る
「
労
働
力
調
査
」
な
ど
と
は
異
な

り
、
普
段
何
か
収
入
に
な
る
仕
事
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
ユ
ー
ジ
ュ
ア
ル
ベ
ー

ス
で
有
業
者
を
把
握
し
て
い
る
た
め
、
有
業
率
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い

る
。ま

ず
二
〇
一
二
年
の
女
性
有
業
率
を
み
る
と
、
全
国
平
均
は
四
八
・
二
％
で

あ
る
。
だ
が
、
最
も
高
い
福
井
県
五
三
・
〇
％
と
最
も
低
い
奈
良
県
四
二
・
五

％
に
は
一
〇
・
五
ポ
イ
ン
ト
の
開
き
が
あ
る
。
女
性
有
業
率
の
地
域
差
は
、
か

つ
て
は
現
在
以
上
に
大
き
く
、
一
九
七
七
年
の
福
井
県
と
奈
良
県
の
差
は
二

二
・
二
ポ
イ
ン
ト
も
あ
っ
た
。

地
域
格
差
が
縮
小
し
て
き
た
の
は
、
有
業
率
の
高
い
地
域
の
有
業
率
が
傾
向

的
に
低
下
し
て
き
た
一
方
で
、
有
業
率
の
低
い
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第２表 １５歳以上人口の就業状態（１９５５～２０１４年） （％）

女性比率

非労働力
人口

７６．９

７６．４

７４．２

７４．６

７５．７

７３．６

７１．７

７０．１

７０．３

６９．６

６７．４

６６．２

６４．８

〔備考〕１９５５～１９７０年の数値には沖縄県分は含まれていない。
２０１５年３月現在公表されている「長期時系列表」の時系列接続用数値を用いて算
出。

〔出所〕 総務省統計局「労働力調査（基本集計）」（e-Stat）より作成。

完全
失業者

３８．１

４１．３

４３．９

３５．６

３４．０

３７．７

４０．４

４２．５

４１．４

３８．４

３９．５

３８．０

４０．３

就業者

４１．６

４０．７

３９．７

３９．３

３７．４

３８．７

３９．７

４０．６

４０．５

４０．８

４１．４

４２．２

４３．０

労働力
人口

４１．５

４０．７

３９．８

３９．３

３７．３

３８．７

３９．７

４０．６

４０．５

４０．７

４１．３

４２．０

４２．９

１５歳以上
人口

５１．８

５１．７

５１．６

５１．５

５１．５

５１．４

５１．４

５１．３

５１．４

５１．５

５１．６

５１．７

５１．８

男性

完全
失業率

２．６

１．６

１．１

１．２

２．０

２．０

２．６

２．０

３．１

４．９

４．６

５．４

３．７

就業率

８３．７

８３．４

８０．８

８０．８

７９．８

７８．２

７６．１

７５．６

７５．２

７２．７

６９．９

６７．７

６７．７

労働力率

８５．９

８４．８

８１．７

８１．８

８１．４

７９．８

７８．１

７７．２

７７．６

７６．４

７３．３

７１．６

７０．４

女性

完全
失業率

２．３

１．７

１．３

１．０

１．７

２．０

２．７

２．２

３．２

４．５

４．２

４．６

３．４

就業率

５５．４

５３．６

５０．０

４９．３

４５．０

４６．７

４７．４

４９．０

４８．４

４７．１

４６．３

４６．３

４７．６

労働力率

５６．７

５４．５

５０．６

４９．９

４５．７

４７．６

４８．７

５０．１

５０．０

４９．３

４８．４

４８．５

４９．２

１９５５年

１９６０年

１９６５年

１９７０年

１９７５年

１９８０年

１９８５年

１９９０年

１９９５年

２０００年

２００５年

２０１０年

２０１４年
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第３表 都道府県別・女性有業率（１９７７～２０１２年）
２０１２年－１９７７年
（ポイント差）

２．９
１２．９
１２．３
１１．７
８．６
７．３
６．５
５．６
５．５
４．８
４．４
４．０
３．６
３．４
３．０
２．３
１．３
０．７
０．１
－０．３
－０．６
－０．７
－１．０
－１．１
－１．１
－１．３
－１．３
－１．３
－１．７
－２．０
－２．２
－２．４
－２．６
－２．７
－２．９
－３．０
－３．８
－３．９
－４．０
－４．１
－４．９
－５．２
－５．５
－５．６
－５．７
－５．７
－７．８
－８．７

〔出所〕 総務省統計局「就業構造基本調査」（e-Stat）より作成。

全 国
沖 縄 県
神奈川県
東 京 都
大 阪 府
埼 玉 県
奈 良 県
福 岡 県
千 葉 県
兵 庫 県
長 崎 県
和歌山県
京 都 府
三 重 県
北 海 道
宮 城 県
愛 知 県
山 梨 県
滋 賀 県
熊 本 県
大 分 県
愛 媛 県
宮 崎 県
佐 賀 県
茨 城 県
群 馬 県
静 岡 県
広 島 県
山 口 県
青 森 県
鹿児島県
石 川 県
岐 阜 県
高 知 県
栃 木 県
秋 田 県
岡 山 県
香 川 県
山 形 県
富 山 県
徳 島 県
福 井 県
岩 手 県
新 潟 県
長 野 県
島 根 県
福 島 県
鳥 取 県

２０１２年

４８．２％
５３．０
５２．２
５２．２
５１．１
５１．１
５０．９
５０．８
５０．７
５０．４
５０．２
５０．２
４９．８
４９．５
４９．３
４９．３
４９．２
４８．９
４８．７
４８．７
４８．７
４８．５
４８．４
４８．４
４８．３
４８．１
４８．１
４７．９
４７．９
４７．５
４７．４
４７．０
４７．０
４６．９
４６．９
４６．９
４６．４
４６．３
４６．２
４６．１
４６．０
４６．０
４５．２
４４．８
４４．８
４４．７
４３．８
４２．５

全 国
福 井 県
東 京 都
石 川 県
富 山 県
長 野 県
岐 阜 県
静 岡 県
愛 知 県
山 梨 県
群 馬 県
佐 賀 県
山 形 県
滋 賀 県
三 重 県
宮 崎 県
鳥 取 県
島 根 県
栃 木 県
新 潟 県
熊 本 県
高 知 県
神奈川県
沖 縄 県
岩 手 県
埼 玉 県
香 川 県
千 葉 県
岡 山 県
茨 城 県
鹿児島県
京 都 府
福 岡 県
青 森 県
宮 城 県
広 島 県
愛 媛 県
徳 島 県
長 崎 県
大 阪 府
福 島 県
大 分 県
山 口 県
秋 田 県
和歌山県
北 海 道
兵 庫 県
奈 良 県

２００７年

４８．８％
５３．４
５３．３
５３．３
５３．０
５２．５
５２．２
５１．８
５１．７
５１．４
５０．８
５０．７
５０．５
５０．４
５０．３
４９．９
４９．９
４９．６
４９．４
４９．４
４９．３
４９．１
４９．０
４８．６
４８．５
４８．５
４８．５
４８．４
４８．１
４８．０
４８．０
４８．０
４７．９
４７．８
４７．８
４７．６
４７．４
４７．１
４７．０
４６．９
４６．３
４６．１
４６．０
４５．２
４５．１
４５．１
４４．８
４２．９

全 国
福 井 県
石 川 県
静 岡 県
長 野 県
富 山 県
愛 知 県
東 京 都
鳥 取 県
山 梨 県
岐 阜 県
栃 木 県
佐 賀 県
滋 賀 県
新 潟 県
岩 手 県
山 形 県
群 馬 県
福 島 県
三 重 県
熊 本 県
茨 城 県
埼 玉 県
宮 崎 県
神奈川県
島 根 県
高 知 県
香 川 県
千 葉 県
京 都 府
岡 山 県
広 島 県
青 森 県
宮 城 県
沖 縄 県
福 岡 県
大 分 県
鹿児島県
徳 島 県
秋 田 県
山 口 県
愛 媛 県
長 崎 県
和歌山県
北 海 道
兵 庫 県
大 阪 府
奈 良 県

２００２年

４７．９％
５３．７
５３．４
５２．７
５２．４
５１．４
５１．３
５１．０
５０．４
５０．３
５０．０
５０．０
４９．９
４９．９
４９．７
４９．６
４９．５
４９．５
４９．２
４９．１
４９．０
４９．０
４８．８
４８．８
４８．７
４８．５
４８．３
４８．３
４７．８
４７．３
４７．１
４６．８
４６．７
４６．６
４６．４
４６．３
４６．３
４６．２
４５．９
４５．７
４５．６
４５．３
４５．３
４４．９
４４．８
４４．４
４３．１
４１．０

全 国
福 井 県
石 川 県
長 野 県
静 岡 県
富 山 県
岐 阜 県
愛 知 県
鳥 取 県
高 知 県
山 梨 県
佐 賀 県
東 京 都
三 重 県
宮 崎 県
山 形 県
栃 木 県
群 馬 県
滋 賀 県
茨 城 県
岩 手 県
新 潟 県
埼 玉 県
島 根 県
福 島 県
熊 本 県
青 森 県
広 島 県
香 川 県
千 葉 県
岡 山 県
福 岡 県
山 口 県
徳 島 県
宮 城 県
京 都 府
愛 媛 県
大 分 県
鹿児島県
神奈川県
沖 縄 県
北 海 道
長 崎 県
大 阪 府
和歌山県
秋 田 県
兵 庫 県
奈 良 県

１９９７年

５０．１％
５６．３
５６．０
５５．６
５５．５
５５．３
５５．３
５５．２
５３．６
５３．４
５３．１
５３．０
５３．０
５３．０
５２．８
５２．８
５２．７
５２．６
５１．９
５１．９
５１．８
５１．７
５１．７
５１．５
５０．９
５０．９
５０．８
５０．２
５０．０
４９．８
４９．３
４９．３
４９．３
４９．１
４８．９
４８．５
４８．２
４８．２
４７．９
４７．６
４７．５
４７．４
４７．１
４７．０
４６．１
４６．０
４４．３
４２．０

全 国
福 井 県
富 山 県
岐 阜 県
長 野 県
石 川 県
静 岡 県
鳥 取 県
岩 手 県
愛 知 県
山 梨 県
群 馬 県
新 潟 県
佐 賀 県
山 形 県
栃 木 県
三 重 県
高 知 県
福 島 県
香 川 県
島 根 県
広 島 県
宮 崎 県
東 京 都
茨 城 県
岡 山 県
青 森 県
熊 本 県
滋 賀 県
埼 玉 県
徳 島 県
愛 媛 県
大 分 県
千 葉 県
京 都 府
宮 城 県
秋 田 県
山 口 県
鹿児島県
神奈川県
和歌山県
北 海 道
福 岡 県
長 崎 県
兵 庫 県
大 阪 府
沖 縄 県
奈 良 県

１９９２年

５１．０％
５８．６
５８．０
５７．３
５７．２
５６．８
５６．７
５５．７
５５．４
５５．１
５５．０
５４．７
５４．５
５４．４
５４．３
５４．２
５４．２
５３．９
５３．８
５３．６
５３．１
５２．９
５２．４
５２．１
５２．１
５１．８
５１．６
５１．５
５１．２
５１．０
５０．９
５０．９
５０．３
５０．２
５０．１
４９．８
４９．６
４８．１
４７．９
４７．７
４７．５
４７．２
４７．１
４７．０
４７．０
４６．３
４５．３
４３．７

全 国
福 井 県
長 野 県
静 岡 県
鳥 取 県
富 山 県
岐 阜 県
石 川 県
岩 手 県
山 形 県
栃 木 県
愛 知 県
三 重 県
福 島 県
群 馬 県
山 梨 県
島 根 県
宮 崎 県
新 潟 県
香 川 県
佐 賀 県
岡 山 県
高 知 県
青 森 県
茨 城 県
広 島 県
熊 本 県
滋 賀 県
秋 田 県
徳 島 県
千 葉 県
東 京 都
山 口 県
埼 玉 県
京 都 府
愛 媛 県
宮 城 県
北 海 道
神奈川県
和歌山県
鹿児島県
大 分 県
長 崎 県
大 阪 府
福 岡 県
兵 庫 県
沖 縄 県
奈 良 県

１９８７年

４８．２％
５７．３
５７．１
５６．８
５５．８
５５．１
５４．９
５４．９
５４．２
５３．５
５３．５
５３．４
５３．０
５２．９
５２．７
５２．３
５１．８
５１．５
５０．９
５０．９
５０．８
５０．７
５０．４
５０．２
５０．０
４９．９
４９．３
４９．１
４８．５
４８．４
４８．０
４７．７
４７．５
４７．５
４６．７
４６．７
４６．７
４６．５
４５．７
４５．６
４４．０
４４．０
４３．９
４３．８
４３．６
４２．７
４１．８
４１．６

全 国
長 野 県
鳥 取 県
福 井 県
静 岡 県
富 山 県
岩 手 県
岐 阜 県
山 形 県
群 馬 県
石 川 県
島 根 県
福 島 県
栃 木 県
新 潟 県
山 梨 県
宮 崎 県
愛 知 県
岡 山 県
香 川 県
茨 城 県
高 知 県
佐 賀 県
愛 媛 県
三 重 県
滋 賀 県
徳 島 県
秋 田 県
鹿児島県
青 森 県
熊 本 県
広 島 県
東 京 都
大 分 県
宮 城 県
京 都 府
山 口 県
埼 玉 県
和歌山県
千 葉 県
北 海 道
神奈川県
大 阪 府
長 崎 県
兵 庫 県
福 岡 県
沖 縄 県
奈 良 県

１９８２年

４８．５％
５９．９
５８．６
５８．５
５７．７
５７．３
５６．７
５６．３
５６．２
５５．４
５５．３
５４．７
５４．５
５４．３
５４．０
５３．７
５３．４
５３．１
５２．８
５２．８
５２．５
５２．４
５１．８
５１．５
５１．４
５０．８
５０．１
４９．８
４９．６
４９．２
４９．１
４８．５
４８．３
４８．０
４７．０
４６．６
４６．２
４５．９
４５．３
４５．３
４５．１
４４．２
４３．４
４２．７
４２．７
４２．５
４２．０
３９．６

全 国
福 井 県
鳥 取 県
長 野 県
岐 阜 県
島 根 県
富 山 県
石 川 県
岩 手 県
福 島 県
山 形 県
静 岡 県
群 馬 県
宮 崎 県
新 潟 県
栃 木 県
徳 島 県
愛 知 県
高 知 県
佐 賀 県
香 川 県
岡 山 県
山 梨 県
三 重 県
熊 本 県
愛 媛 県
秋 田 県
茨 城 県
青 森 県
山 口 県
滋 賀 県
広 島 県
宮 城 県
大 分 県
鹿児島県
東 京 都
京 都 府
埼 玉 県
北 海 道
千 葉 県
和歌山県
長 崎 県
福 岡 県
大 阪 府
兵 庫 県
沖 縄 県
神奈川県
奈 良 県

１９７７年

４５．３％
５８．２
５７．９
５６．８
５５．２
５４．６
５４．６
５４．３
５３．８
５３．８
５３．８
５３．５
５２．１
５２．０
５１．７
５１．６
５１．５
５１．３
５１．２
５１．２
５０．３
４９．７
４９．６
４９．４
４９．４
４９．０
４８．９
４８．６
４８．２
４７．８
４７．１
４６．９
４６．６
４５．９
４４．６
４３．４
４２．４
４１．８
４１．７
４１．４
４０．８
４０．８
４０．５
３９．０
３７．５
３６．１
３６．０
３５．５

全 国
福 井 県
鳥 取 県
長 野 県
富 山 県
石 川 県
島 根 県
新 潟 県
岩 手 県
山 形 県
福 島 県
岐 阜 県
静 岡 県
香 川 県
岡 山 県
栃 木 県
群 馬 県
佐 賀 県
徳 島 県
高 知 県
宮 崎 県
山 梨 県
鹿児島県
愛 知 県
滋 賀 県
熊 本 県
青 森 県
茨 城 県
広 島 県
秋 田 県
愛 媛 県
山 口 県
大 分 県
三 重 県
宮 城 県
京 都 府
千 葉 県
長 崎 県
北 海 道
福 岡 県
埼 玉 県
和歌山県
東 京 都
兵 庫 県
大 阪 府
神奈川県
奈 良 県
沖 縄 県

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７
３８
３９
４０
４１
４２
４３
４４
４５
４６
４７

44



ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
高
い
地
域
と
し
て
は
、
福
井
県
、
石
川
県
、
富
山
県
、

長
野
県
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
低
い
地
域
と
し
て
は
、
奈
良
県
、
兵
庫
県
、
北
海

道
、
和
歌
山
県
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
都
道
府
県
別
に
み
た
女
性
有
業
率
の
順
位
が
静
態
的
に
み
え
る

な
か
、
劇
的
な
変
化
が
み
ら
れ
る
の
は
東
京
都
で
あ
る
。
七
七
年
の
東
京
都
の

女
性
有
業
率
は
四
〇
・
五
％
で
あ
り
、
全
国
四
七
都
道
府
県
の
な
か
で
四
二
位

の
低
さ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
八
七
年
に
は
四
七
・
五
％
（
三
二
位
）、
九
七
年

に
は
五
一
・
五
％
（
二
三
位
）
と
着
実
に
上
昇
し
、
一
二
年
で
は
五
二
・
二
％

と
全
国
二
位
の
水
準
に
ま
で
達
し
て
い
る
。

七
七
年
か
ら
一
二
年
ま
で
の
変
化
で
女
性
有
業
率
の
上
昇
幅
が
最
も
大
き
か

っ
た
の
は
沖
縄
県
で
あ
り
、
三
五
・
五
％
（
四
七
位
）
か
ら
四
八
・
四
％
（
二

三
位
）
ま
で
、
一
二
・
九
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。
神
奈
川
県
も
一
二
・
三
ポ
イ

ン
ト
の
上
昇
を
み
せ
た
が
、
両
県
と
も
七
七
年
時
点
で
は
最
低
位
水
準
で
あ
っ

た
め
、
一
二
年
現
在
の
順
位
は
中
位
ク
ラ
ス
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
女
性
有
業
率
は
地
域
に
よ
る
差
が
大
き
く
、
ま
た
こ
の
三

五
年
間
の
変
化
を
み
て
も
、
上
昇
し
た
地
域
と
低
下
し
た
地
域
が
あ
っ
た
。
だ

が
男
性
有
業
率
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
で
低
下
し
て
お
り
、

ま
た
、
女
性
有
業
率
が
低
下
し
た
都
道
府
県
で
も
男
性
有
業
率
の
低
下
幅
よ
り

は
小
さ
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
全
国
す
べ
て
の
都
道
府
県
に
お
い
て
女

性
有
業
者
の
存
在
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

�
年
齢
階
級
別
・
女
性
労
働
力
率

次
に
確
認
す
る
の
は
、
年
齢
階
級
別
・
女
性
労
働
力
率
の
推
移
で
あ
る
。
日

本
の
女
性
労
働
力
率
の
特
徴
と
し
て
Ｍ
字
型
カ
ー
ブ
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
長
期
時
系
列
の
推
移
を
五
年
ご
と
に
み
る
と
、
一
九
七
五
年
を
前
後
に
傾

向
が
変
化
し
て
い
る
。

巻
頭
色
刷
り
第
１
図
は
、
一
九
七
五
年
以
前
の
年
齢
階
級
別
・
女
性
労
働
力

率
の
推
移
で
あ
り
、
Ｍ
字
の
底
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
時
期
で
あ
る
。
二
五
〜
二

九
歳
の
労
働
力
率
は
、
六
〇
年
の
五
四
・
五
％
か
ら
七
五
年
の
四
二
・
六
％
ま

で
、
一
一
・
九
ポ
イ
ン
ト
も
大
幅
に
低
下
し
た
。
出
産
・
育
児
期
に
女
性
が
労

働
市
場
か
ら
退
出
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
時
代
と
い
え
る
。

し
か
し
七
五
年
以
降
、
Ｍ
字
の
底
は
徐
々
に
浅
く
な
り
、
底
と
な
る
年
齢
が

遅
く
な
る
形
で
変
化
し
て
い
っ
た
。
七
五
年
以
降
の
年
齢
階
級
別
・
女
性
労
働

力
率
の
推
移
を
巻
頭
色
刷
り
第
２
図
で
み
る
と
、
こ
の
約
四
〇
年
間
、
女
性
の

労
働
力
率
は
全
体
と
し
て
高
ま
り
、
Ｍ
字
の
底
も
浅
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
直
近
の
一
四
年
で
は
、
労
働
力
率
が
最
も
高
い
二
五
〜
二
九
歳
層
の

Ｍ
字
の
第
一
ピ
ー
ク
は
七
九
・
三
％
ま
で
に
達
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
労
働
力

率
が
最
も
低
下
す
る
Ｍ
字
の
底
は
三
五
〜
三
九
歳
に
な
り
、
七
五
年
以
前
の
時

代
か
ら
一
〇
年
も
遅
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
底
と
は
い
え
七
〇
・
八
％
で
あ

り
、
七
五
年
の
Ｍ
字
の
底
（
二
五
〜
二
九
歳
、
四
二
・
六
％
）
と
比
べ
て
二

八
・
二
ポ
イ
ン
ト
も
高
い
。
も
は
や
Ｍ
字
型
カ
ー
ブ
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う

よ
り
、
ほ
ぼ
台
形
型
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

�
Ｍ
字
の
底
の
上
昇
要
因

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
Ｍ
字
型
労
働
力
カ
ー
ブ
の
解
消
傾
向
は
、
女
性
が
出

産
・
育
児
で
労
働
市
場
か
ら
引
退
す
る
こ
と
な
く
継
続
就
業
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
「
平
成
二
二
年
版
働
く
女
性
の
実

情
」
は
、
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
二
〇
年
間
に
お
け
る
女
性
就

業
率
の
変
化
を
配
偶
関
係
別
に
要
因
分
解
し
て
検
討
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
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と
、
Ｍ
字
の
底
で
あ
っ
た
二
五
歳
か
ら
三
四
歳
の
就
業
率
が
上
昇
し
た
要
因

は
、
有
配
偶
者
の
就
業
率
が
上
昇
し
た
こ
と
も
あ
る
が
（
九
〇
年
四
四
・
三

％
、
一
〇
年
五
二
・
〇
％
）、
配
偶
関
係
別
の
構
成
割
合
が
変
化
し
、
未
婚
者

の
比
率
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
効
果
が
最
も
大
き
い
と
し
て
い
る
（
九
〇
年

一
二
・
九
％
、
一
〇
年
三
二
・
九
％
）。

こ
の
こ
と
を
よ
り
長
期
に
確
認
す
る
た
め
、
七
五
年
か
ら
の
推
移
を
み
て
み

よ
う
。
第
４
表
は
、
女
性
の
労
働
力
人
口
に
占
め
る
配
偶
関
係
「
未
婚
」
の
割

合
を
年
齢
階
級
別
に
み
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
二
五
〜
二
九
歳
を
み
る
と
、

七
五
年
で
は
四
割
弱
に
す
ぎ
な
か
っ
た
未
婚
者
の
割
合
は
、
一
四
年
で
は
七
割

近
く
に
ま
で
増
加
し
て
い
る
。
三
〇
〜
三
四
歳
を
み
て
も
、
七
五
年
で
は
一

三
・
四
％
だ
っ
た
未
婚
者
の
割
合
は
、
一
四
年
に
は
四
一
・
六
％
に
ま
で
増
加

し
た
。
す
な
わ
ち
、
女
性
が
出
産
・
育
児
で
労
働
市
場
か
ら
引
退
す
る
こ
と
な

く
継
続
就
業
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
出
産
・
育
児
に
か
か
わ
る

蓋
然
性
の
高
い
有
配
偶
者
が
相
対
的
に
少
な
く
な
り
、
未
婚
者
の
割
合
が
高
ま

っ
た
こ
と
が
、
Ｍ
字
の
底
に
あ
た
る
年
齢
層
の
女
性
労
働
力
率
を
押
し
上
げ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
七
五
年
か
ら
〇
五
年
ま
で
の
三
〇
年
間
で
は
、
各
年
齢
層
で
未
婚

者
の
割
合
は
高
ま
っ
て
い
る
が
、
〇
五
年
と
一
四
年
と
で
は
大
き
な
変
化
は
な

い
。
直
近
一
〇
年
間
の
こ
の
年
齢
層
に
お
け
る
女
性
労
働
力
率
の
高
ま
り
は
、

未
婚
者
割
合
の
増
加
で
は
説
明
で
き
な
い
。

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
「
平
成
二
二
年
版
働
く
女
性
の
実

情
」
で
は
、
Ｍ
字
の
底
が
浅
く
な
っ
て
き
た
背
景
要
因
と
し
て
、
有
配
偶
者
の

就
業
率
の
上
昇
効
果
も
み
ら
れ
る
と
し
て
、
有
配
偶
世
帯
の
妻
の
有
業
率
を
分

析
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
九
七
年
と
〇
七
年
の
一
〇
年
間
で
た
し
か
に

二
五
〜
三
四
歳
の
妻
の
有
業
率
は
上
昇
し
た
も
の
の
、
子
ど
も
の
い
る
世
帯
の

妻
の
上
昇
幅
よ
り
、
子
ど
も
の
い
な
い
世
帯
の
妻
の
上
昇
幅
の
ほ
う
が
大
き
か

っ
た
。
た
と
え
ば
三
〇
〜
三
四
歳
で
み
る
と
、
子
ど
も
の
い
る
世
帯
の
妻
の
有

業
率
は
四
〇
・
〇
％
か
ら
四
四
・
〇
％
ま
で
四
・
〇
ポ
イ
ン
ト
増
で
あ
る
の
に

対
し
、
子
ど
も
の
い
な
い
世
帯
の
妻
の
有
業
率
は
五
五
・
三
％
か
ら
六
七
・
七

％
ま
で
一
二
・
四
ポ
イ
ン
ト
の
増
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
長
期
時
系
列
で
確
認
す
る
た
め
、「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
を

用
い
て
八
二
年
か
ら
五
年
ご
と
の
推
移
を
み
た
の
が
第
５
表
で
あ
る
。
有
配
偶

世
帯
の
妻
の
有
業
率
に
つ
い
て
、
こ
の
三
〇
年
間
の
推
移
を
み
る
と
、
三
五
〜

三
九
歳
層
で
は
そ
れ
ほ
ど
変
化
は
な
い
。
し
か
し
、
三
〇
〜
三
四
歳
層
で
は
四

四
・
三
％
か
ら
五
四
・
三
％
ま
で
一
〇
・
〇
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
、
二
五
〜
二
九

歳
層
で
は
三
五
・
四
％
か
ら
五
二
・
四
％
ま
で
一
七
・
〇
ポ
イ
ン
ト
増
加
す
る

な
ど
、
こ
の
年
齢
層
で
は
有
配
偶
者
の
妻
の
有
業
率
が
大
き
く
上
昇
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
未
婚
者
割
合
の
増
加
だ
け
が
女
性
労
働
力
率
の
上
昇

要
因
と
は
い
え
な
い
。

た
だ
し
、
子
ど
も
の
有
無
別
で
み
て
み
る
と
、
子
ど
も
の
い
な
い
世
帯
の
妻

の
有
業
率
の
ほ
う
が
上
昇
幅
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。
三
〇
〜
三
四
歳
層
で

は
、
子
ど
も
の
い
る
世
帯
の
妻
の
有
業
率
は
四
三
・
五
％
か
ら
五
〇
・
二
％
ま

で
六
・
七
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
た
も
の
の
、
子
ど
も
の
い
な
い
世
帯
の
妻
の
有
業

率
は
五
五
・
三
％
か
ら
六
九
・
一
％
ま
で
一
三
・
八
ポ
イ
ン
ト
の
増
加
で
あ

る
。し

か
も
、
有
配
偶
世
帯
の
な
か
で
子
ど
も
の
い
る
世
帯
の
割
合
は
、
明
ら
か

に
少
な
く
な
っ
て
き
た
。
妻
が
三
〇
〜
三
四
歳
の
有
配
偶
世
帯
で
は
、
八
二
年

で
は
九
二
・
八
％
の
世
帯
に
子
ど
も
が
い
た
の
に
対
し
て
、
一
二
年
で
は
七

八
・
〇
％
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
有
配
偶
世
帯
の
妻
の
有
業
率
は

た
し
か
に
こ
の
三
〇
年
間
で
上
昇
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
子
ど
も
の
い
な
い
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第４表 年齢階級別・女性労働力人口に占める配偶関係「未婚」の割合 （％）

３５～３９歳

６．２

７．９

１２．８

２３．７

２７．１

〔出所〕１９７５～１９９５年は各調査年の『労働力調査報告（年報）』（総理府統計局、総務庁統
計局）より作成。
２００５～２０１４年は総務省統計局「労働力調査（基本集計）」（e-Stat）より作成。

第５表 ２５～３９歳の有配偶世帯の妻の有業率（１９８２～２０１２年） （％）

有配偶世帯に
占める子ども
のいる世帯の
割合

７８．２

７４．０

６６．７

６０．１

６４．０

６４．７

６６．６

９２．８

９０．１

８４．５

７８．４

７８．８

７６．９

７８．０

９４．６

９３．８

９０．０

８５．７

８７．０

８３．４

８３．８

〔備考〕 子どものいる世帯とは、「夫婦と子供から成る世帯」および「夫婦、子供と親か
ら成る世帯」（１９８７年以前は「夫婦、子供と両親から成る世帯」「夫婦、子供と片親
から成る世帯」）の合計。子どものいない世帯とは、「夫婦のみの世帯」および「夫
婦と親から成る世帯」（１９８７年以前は「夫婦と両親から成る世帯」「夫婦と片親から
成る世帯」）の合計。１９９２年の有配偶世帯の妻の有業率は「夫が有業の妻」であ
る。

〔出所〕１９９７～２００７年の有配偶世帯の妻の有業率は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局
「平成２２年版 働く女性の実情」にもとづく。それ以外の年次は、同じ計算式にて
各年の「就業構造基本調査」より算出。有配偶世帯に占める子どものいる世帯の割
合は、「就業構造基本調査」の元データより算出。

有配偶世帯の妻の有業率

子どもの
いない世帯

５１．６

５３．３

５７．１

５６．８

６３．５

６７．４

６９．３

５５．３

５３．８

５５．２

５５．３

６１．２

６７．７

６９．１

６１．０

５９．６

６２．７

６１．２

６２．０

６６．５

６８．０

３０～３４歳

１３．４

１６．２

３０．５

４２．４

４１．６

子どもの
いる世帯

３０．９

２８．６

３０．１

２８．９

３３．１

３７．４

４４．０

４３．５

４１．１

４３．４

４０．０

３８．３

４４．０

５０．２

５６．９

５６．１

５９．６

５６．３

５３．７

５４．８

５７．４

２５～２９歳

３８．９

４９．０

６６．６

７０．９

６９．７

３５．４

３５．０

３９．１

４０．１

４４．０

４８．０

５２．４

４４．３

４２．４

４５．３

４３．３

４３．１

４９．５

５４．３

５７．１

５６．３

５９．９

５７．０

５４．７

５６．７

５９．１

１９８２年

１９８７年

１９９２年

１９９７年

２００２年

２００７年

２０１２年

１９８２年

１９８７年

１９９２年

１９９７年

２００２年

２００７年

２０１２年

１９８２年

１９８７年

１９９２年

１９９７年

２００２年

２００７年

２０１２年

１９７５年

１９８５年

１９９５年

２００５年

２０１４年

２５～２９歳

３０～３４歳

３５～３９歳

特集１ 労働市場のジェンダー構造
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世
帯
が
増
加
し
た
の
と
、
子
ど
も
の
い
な
い
世
帯
の
妻
の
有
業
率
の
増
加
が
よ

り
大
き
く
影
響
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

�
出
産
と
就
業
継
続

こ
の
よ
う
に
Ｍ
字
の
底
に
あ
た
る
年
齢
層
の
状
況
を
み
る
と
、
Ｍ
字
型
労
働

力
カ
ー
ブ
の
解
消
傾
向
は
、
総
じ
て
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
が
し
や
す
く
な

り
、
女
性
が
出
産
・
育
児
で
労
働
市
場
か
ら
引
退
す
る
こ
と
な
く
就
業
継
続
す

る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
と
い
う
よ
り
も
、
出
産
・
育
児
を
経
験
す
る
女
性
の
数

自
体
が
減
少
し
て
き
た
結
果
と
み
た
ほ
う
が
実
態
に
近
い
。
な
ぜ
な
ら
、
出
産

し
た
女
性
に
限
れ
ば
就
業
継
続
者
は
ほ
と
ん
ど
増
加
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。巻

頭
色
刷
り
第
３
図
は
、
第
一
子
の
出
生
年
別
に
み
た
出
産
前
後
の
妻
の
就

業
変
化
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
八
五
〜
八
九
年
に
第
一
子
を
出
産
し
た
妻
の

場
合
（
一
五
年
現
在
、
第
一
子
は
二
六
〜
三
〇
歳
）、
妊
娠
前
か
ら
無
職
だ
っ

た
割
合
が
三
五
・
五
％
、
出
産
退
職
し
た
割
合
が
三
七
・
四
％
で
あ
り
、
就
業

継
続
し
た
の
は
二
四
・
〇
％
（
五
・
七
％
＋
一
八
・
三
％
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に
対
し
て
、
〇
五
〜
〇
九
年
に
第
一
子
を
出
産
し
た
妻
の
場
合
（
一
五
年
現

在
、
第
一
子
は
六
〜
一
〇
歳
）、
妊
娠
前
か
ら
無
職
だ
っ
た
割
合
は
二
四
・
一

％
と
減
少
し
た
も
の
の
、
出
産
前
ま
で
就
業
し
て
い
る
女
性
が
そ
れ
だ
け
多
く

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
出
産
退
職
し
た
割
合
は
四
三
・
九
％
に
及
ん
で
い
る
。

育
児
休
業
制
度
の
普
及
に
よ
り
、
育
児
休
業
を
利
用
し
て
就
業
継
続
す
る
割

合
は
、
五
・
七
％
（
八
五
〜
八
九
年
に
第
一
子
を
出
産
）
か
ら
一
七
・
一
％

（
〇
五
〜
〇
九
年
に
第
一
子
を
出
産
）
ま
で
、
た
し
か
に
上
昇
し
た
。
し
か

し
、
〇
五
〜
〇
九
年
に
第
一
子
を
出
産
し
た
妻
の
う
ち
、
育
児
休
業
制
度
の
利

用
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
就
業
継
続
し
た
割
合
は
二
六
・
八
％
（
一
七
・
一
％

＋
九
・
七
％
）
に
と
ど
ま
り
、
二
〇
年
前
に
出
産
し
た
女
性
と
そ
の
割
合
は
ほ

と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
章

従
業
上
の
地
位
・
雇
用
形
態

�
従
業
上
の
地
位

就
業
率
や
有
業
率
と
い
う
指
標
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
長
期

的
に
み
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
就
業
な
の
か
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
で

あ
る
。
戦
後
、
女
性
労
働
力
率
が
比
較
的
高
く
、
徐
々
に
Ｍ
字
の
底
が
深
ま
っ

て
い
っ
た
時
代
は
、
多
く
の
女
性
就
業
者
の
従
業
上
の
地
位
は
家
族
従
業
者
で

あ
っ
た
。
今
日
で
は
家
族
経
営
協
定
な
ど
に
お
い
て
家
族
従
業
者
の
就
業
条
件

を
明
確
化
す
る
例
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
家
族
従
業
者
は
無
報
酬
で
あ
る
。
当

時
の
女
性
労
働
力
率
や
就
業
率
の
高
さ
は
必
ず
し
も
女
性
の
経
済
力
の
高
さ
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

第
６
表
は
、
就
業
者
の
従
業
上
の
地
位
に
つ
い
て
、
一
九
五
五
〜
二
〇
一
四

年
ま
で
約
六
〇
年
間
の
推
移
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
女
性
就
業
者
の
う
ち
、
雇

用
者
の
割
合
が
五
割
を
超
え
る
の
は
七
〇
年
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
女
性
の
働

き
方
と
し
て
は
自
営
業
層
（
自
営
業
主
・
家
族
従
業
者
）
が
主
流
だ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
五
五
年
か
ら
今
日
ま
で
、
女
性
就
業
者
に
占
め
る
自
営
業
層
の
割

合
は
一
貫
し
て
低
下
し
て
き
た
結
果
、
今
や
女
性
就
業
者
の
九
割
は
雇
用
者
と

な
っ
た
。

男
性
も
同
様
に
、
就
業
者
に
占
め
る
雇
用
者
の
増
加
は
増
加
し
て
き
た
が
、

女
性
の
割
合
の
変
化
の
ほ
う
が
明
ら
か
に
大
き
い
。
結
果
と
し
て
、
雇
用
者
に

占
め
る
女
性
比
率
は
着
実
に
高
ま
り
、
一
四
年
の
雇
用
者
の
四
割
以
上
は
女
性
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と
な
っ
た
。
い
ま
や
男
女
と
も
に
就
業
者
の
九
割
が
雇
用
者
で
あ
る
「
雇
用
社

会
」
で
あ
る
。

�
雇
用
形
態

で
は
、
雇
用
者
の
雇
用
形
態
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
。
第
７
表
は
、
一

九
八
五
〜
二
〇
一
四
年
の
雇
用
者
数
を
雇
用
形
態
別
に
み
た
も
の
で
あ
る
。
女

性
の
雇
用
者
総
数
は
こ
の
約
三
〇
年
間
に
一
五
〇
九
万
人
か
ら
二
四
〇
〇
万
人

ま
で
一
・
五
九
倍
に
増
加
し
た
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
正
規
の
職
員
・
従
業

員
は
ま
っ
た
く
増
加
し
て
い
な
い
。
八
五
年
の
女
性
の
正
規
雇
用
者
は
九
九
四

万
人
、
一
四
年
の
そ
れ
は
九
八
二
万
人
で
あ
り
、
わ
ず
か
な
が
ら
減
少
を
き
た

し
て
い
る
。

八
五
年
に
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
成
立
し
て
、
約
一
〇
年
間
は
女
性
の
正

規
雇
用
者
は
増
加
し
た
。
九
五
年
の
正
規
雇
用
者
数
は
一
一
五
九
万
人
で
あ

り
、
八
五
年
の
一
・
一
七
倍
に
な
っ
て
い
る
。
最
も
正
規
雇
用
者
数
が
多
か
っ

た
の
は
、
表
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
九
七
年
の
一
一
七
二
万
人
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
女
性
の
正
規
雇
用
者
数
は
九
七
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向
に
転

じ
、
直
近
の
正
規
雇
用
者
数
は
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
成
立
し
た
年
を
下
回

る
ま
で
減
少
し
た
。

代
わ
り
に
増
加
し
た
の
は
、
非
正
規
雇
用
者
で
あ
る
。
非
正
規
の
職
員
・
従

業
員
数
は
八
五
年
の
四
七
〇
万
人
か
ら
一
四
年
に
は
一
三
三
七
万
人
ま
で
八
六

七
万
人
増
加
し
、
八
五
年
時
点
の
二
・
八
四
倍
と
い
う
数
に
ま
で
膨
ら
ん
だ
。

結
果
と
し
て
、
こ
の
約
三
〇
年
間
で
、
女
性
雇
用
者
像
は
大
き
く
変
わ
る
こ

と
と
な
る
。
均
等
法
が
成
立
し
た
八
五
年
頃
は
、
女
性
雇
用
者
の
七
割
が
正
規

雇
用
で
あ
っ
た
。
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
非
正
規
雇
用
者
も
存
在
し
て
い

た
が
、
正
規
雇
用
者
の
半
数
に
満
た
な
い
四
七
〇
万
人
で
あ
り
、
女
性
の
約
三

第６表 就業者の従業上の地位（１９５５～２０１４年） （％）

女性比率

雇
用
者

２９．９

３１．１

３１．７

３３．２

３２．０

３４．１

３５．９

３７．９

３８．９

４０．０

４１．３

４２．６

４３．５

〔備考〕１９５５～１９７０年の数値には沖縄県分は含まれていない。
２０１５年３月現在公表されている「長期時系列表」の時系列接続用数値を用いて算
出。

〔出所〕 総務省統計局「労働力調査（基本集計）」（e-Stat）より作成。

家
族

従
業
者

７０．２

７３．９

７５．６

７６．９

７９．８

８１．４

８２．５

８２．０

８２．４

８１．８

８０．１

８２．１

８１．０

自
営
業
主

２６．０

２８．３

２９．１

２９．２

２９．８

３０．８

３１．４

３０．９

２９．８

２７．９

２５．５

２５．１

２５．７

就
業
者

総
数

４１．６

４０．７

３９．７

３９．３

３７．４

３８．７

３９．７

４０．６

４０．５

４０．８

４１．４

４２．２

４３．０

男性

雇
用
者

５２．２

６２．１

６８．８

７１．５

７５．８

７７．１

７８．９

８０．８

８３．７

８４．３

８５．０

８６．７

８７．２

家
族

従
業
者

１６．０

１０．５

７．８

６．０

３．９

３．３

２．８

２．５

１．８

１．７

１．５

０．９

０．９

自
営
業
主

３１．８

２７．４

２３．４

２２．４

２０．１

１９．４

１７．９

１６．３

１４．３

１３．８

１３．０

１２．０

１１．４

就
業
者

総
数

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

女性

雇
用
者

３１．２

４０．８

４８．６

５４．７

５９．８

６３．２

６７．２

７２．３

７８．３

８１．４

８４．７

８８．２

８９．３

家
族

従
業
者

５３．１

４３．４

３６．８

３０．９

２５．７

２２．９

２０．０

１６．７

１２．５

１０．６

８．６

５．９

５．０

自
営
業
主

１５．７

１５．８

１４．５

１４．２

１４．３

１３．７

１２．５

１０．７

９．０

７．８

６．３

５．５

５．２

就
業
者

総
数

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１９５５年

１９６０年

１９６５年

１９７０年

１９７５年

１９８０年

１９８５年

１９９０年

１９９５年

２０００年

２００５年

２０１０年

２０１４年
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第７表 雇用形態別・雇用者数（１９５５～２０１４年）

雇用者数の増減指数
（１９８５年２月＝１．００）

非
正
規
の
職
員
・

従
業
員

１．００

１．３７

１．５９

１．９９

２．３１

２．５４

２．８４

１．００

１．２６

１．３７

１．８１

２．６９

２．７７

３．３８

〔備考〕２０１５年３月現在公表されている「長期時系列表」の時系列接続用数値であり、各年の報告書等の数値とは異なることがある。
「非正規の職員・従業員」は、２００５年以前の数値は「パート・アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員・嘱託」「その
他」の合計。２０１０年以降は新たにこの項目を設けて集計した数値である。

〔出所〕 総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」（e-Stat）より作成。
１９８５～２０００年は「労働力調査特別調査」、２００５～２０１４年は「労働力調査（詳細集計）」にもとづく。

正
規
の
職
員
・

従
業
員

１．００

１．０６

１．１７

１．０８

１．０２

１．０６

０．９９

１．００

１．０４

１．１２

１．０９

０．９９

０．９９

０．９５

役
員
を
除
く

雇
用
者

１．００

１．１６

１．３０

１．３７

１．４４

１．５４

１．５９

１．００

１．０５

１．１３

１．１４

１．１１

１．１２

１．１３

雇
用
者

総
数

１．００

１．１７

１．３２

１．３８

１．４６

１．５５

１．５９

１．００

１．０６

１．１６

１．１６

１．１４

１．１４

１．１４

割合（％）

非
正
規
の
職
員
・

従
業
員

３２．１

３８．１

３９．１

４６．４

５１．８

５３．２

５７．７

７．４

８．８

８．９

１１．７

１７．８

１８．２

２２．０

正
規
の
職
員
・

従
業
員

６７．９

６１．９

６０．９

５３．６

４８．２

４６．８

４２．３

９２．６

９１．２

９１．１

８８．３

８２．２

８１．８

７８．０

雇用者数（万人）

そ
の
他

���������
５３

６２

７０

６４

５６

７０

４１

１０４

１０９

１０６

９８

６８

６７

４６

嘱

託

���������
１２６

１５３

４５

���������
１５１

１７４

７８

－

－

－

－

－

－

－

－

契
約
社
員

１３６

１５８

労
働
者
派
遣
事
業

所
の
派
遣
社
員

－

－

－

２５

６０

６６

６９

－

－

－

９

３５

３４

４７

ア
ル
バ
イ
ト

７３

１０４

１４０

１８３

１６７

１６３

２０８

６７

１００

１２２

１７６

１７０

１６７

２０２

パ
ー
ト

３４４

４８０

５３５

６６３

６７８

７４４

８３９

１６

２６

２８

５６

７９

７８

１０２

パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト

４１７

５８４

６７５

８４６

８４５

９０９

１０４７

８３

１２６

１５０

２３２

２４９

２４６

３０４

非
正
規
の
職
員
・

従
業
員

４７０

６４６

７４５

９３４

１０８７

１１９６

１３３７

１８７

２３５

２５６

３３８

５０３

５１８

６３２

正
規
の
職
員
・

従
業
員

９９４

１０５０

１１５９

１０７７

１０１３

１０５０

９８２

２３４９

２４３８

２６２０

２５５３

２３２０

２３３１

２２４１

役
員
を
除
く
雇
用
者

１４６３

１６９５

１９０４

２０１１

２１００

２２４６

２３１９

２５３６

２６７４

２８７６

２８９２

２８２４

２８５０

２８７４

総

数

１５０９

１７６５

１９９４

２０８７

２１９８

２３３７

２４００

２７４９

２９２５

３１７６

３１８０

３１２５

３１４０

３１３６

１９８５年２月

１９９０年２月

１９９５年２月

２０００年２月

２００５年１～３月平均

２０１０年１～３月平均

２０１４年１～３月平均

１９８５年２月

１９９０年２月

１９９５年２月

２０００年２月

２００５年１～３月平均

２０１０年１～３月平均

２０１４年１～３月平均

女

性

男

性
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割
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
正
規
雇
用
者
は
そ
の
後
一
〇
年
あ
ま
り
は
増
加
し
た
も

の
の
、
そ
の
後
は
大
き
く
減
少
し
、
い
ま
や
均
等
法
成
立
年
を
下
回
る
数
に
ま

で
落
ち
込
ん
だ
。
代
わ
り
に
増
加
し
た
の
が
非
正
規
雇
用
者
で
あ
り
、
〇
五
年

頃
に
は
女
性
雇
用
者
の
過
半
数
に
至
り
、
今
や
六
割
近
く
を
占
め
る
ま
で
に
増

加
し
た
。

正
規
雇
用
者
の
減
少
と
非
正
規
雇
用
者
の
増
加
は
、
女
性
に
限
ら
ず
、
男
性

に
も
共
通
し
た
こ
の
間
の
労
働
市
場
の
変
化
で
あ
る
。
八
五
年
の
正
規
雇
用
者

数
を
一
と
し
た
指
数
で
み
る
と
、
一
四
年
の
正
規
雇
用
者
は
〇
・
九
五
と
一
を

下
回
り
、
女
性
と
同
様
、
男
性
も
正
規
雇
用
者
の
絶
対
数
を
減
ら
し
て
い
る
。

代
わ
り
に
増
加
し
た
非
正
規
雇
用
者
は
三
・
三
八
で
あ
り
、
女
性
の
増
減
指
数

を
超
え
る
三
倍
以
上
に
増
加
し
た
。
た
だ
し
、
そ
も
そ
も
男
性
の
非
正
規
雇
用

者
数
は
少
な
く
、
八
五
年
で
一
八
七
万
人
、
男
性
雇
用
者
全
体
の
七
・
四
％
に

す
ぎ
な
か
っ
た
た
め
、
増
加
し
た
と
は
い
え
女
性
の
数
ほ
ど
で
は
な
い
。
男
性

の
非
正
規
雇
用
者
の
増
加
に
注
目
が
集
ま
る
こ
と
が
あ
る
が
、
絶
対
的
に
数
が

多
い
の
は
女
性
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
着
実
に
男
性
に
お
い
て
も
非
正
規

雇
用
の
割
合
は
増
加
し
て
お
り
、
今
や
男
性
雇
用
者
の
二
二
・
〇
％
を
占
め
る

ま
で
と
な
っ
た
。

�
初
職
の
雇
用
形
態

非
正
規
雇
用
の
拡
大
は
、
労
働
市
場
に
大
き
な
変
化
を
及
ぼ
し
た
が
、
今
後

も
様
々
な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
学
卒
後
、
労
働
市
場

に
入
っ
て
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
す
る
最
初
の
仕
事
が
非
正
規
で
あ
る
若
者
が
増
加

し
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
８
表
は
、
初
職
が
「
会
社
な
ど
の
役
員
を
除
く
雇
用
者
」
だ
っ
た
者
の
う

ち
、
そ
の
初
職
の
雇
用
形
態
が
正
規
雇
用
か
非
正
規
雇
用
か
に
つ
い
て
み
た
も

の
で
あ
る
。
一
九
八
七
年
九
月
以
前
に
初
職
に
就
い
た
者
（
二
〇
歳
で
初
職
に

就
い
た
と
仮
定
す
る
と
現
在
四
〇
歳
代
後
半
以
上
）
で
は
、
初
職
の
雇
用
形
態

は
女
性
の
八
割
以
上
、
男
性
の
九
割
以
上
が
正
規
雇
用
で
あ
っ
た
。
女
性
は
当

時
か
ら
初
職
が
非
正
規
と
い
う
若
者
が
二
割
弱
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
男
性

は
六
・
九
％
と
わ
ず
か
で
あ
る
。

そ
の
後
、
八
七
年
か
ら
九
二
年
ま
で
の
五
年
間
（
同
仮
定
で
は
現
在
四
〇
歳

代
）
は
大
き
な
変
化
は
な
く
、
男
女
と
も
初
職
が
非
正
規
の
割
合
は
そ
れ
ほ
ど

増
加
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
九
二
年
か
ら
九
七
年
の
五
年
間
（
同
仮

定
で
は
現
在
三
〇
歳
代
後
半
か
ら
四
〇
歳
代
前
半
）
を
み
る
と
、
女
性
で
は
初

職
非
正
規
の
割
合
が
二
六
・
一
％
と
な
り
、
四
人
に
一
人
が
非
正
規
職
か
ら
キ

ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
男
性
も
一
一
・
三
％
と
一
割
を

超
え
る
に
至
る
が
、
前
五
年
間
に
対
し
て
男
性
は
三
・
四
ポ
イ
ン
ト
増
と
、
女

性
の
七
・
三
ポ
イ
ン
ト
増
に
比
べ
て
増
加
幅
は
小
さ
い
。

九
七
年
か
ら
〇
二
年
の
五
年
間
（
同
仮
定
で
は
現
在
三
〇
歳
代
）
で
男
女
格

差
は
さ
ら
に
広
が
り
、
男
性
は
一
一
・
三
％
か
ら
一
七
・
九
％
ま
で
六
・
六
ポ

イ
ン
ト
増
加
す
る
が
、
女
性
は
二
六
・
一
％
か
ら
三
七
・
九
％
へ
一
一
・
八
ポ

イ
ン
ト
増
加
し
、
初
職
か
ら
非
正
規
と
い
う
女
性
が
四
割
に
迫
る
ま
で
と
な

る
。
非
正
規
雇
用
の
拡
大
は
男
女
と
も
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る

が
、
非
正
規
化
は
男
女
同
程
度
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
学
卒
後
、
初
め
て

仕
事
に
就
く
若
者
の
就
業
機
会
で
み
る
と
、
と
り
わ
け
女
性
に
正
社
員
と
し
て

の
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
す
る
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
っ
た
。

〇
二
年
か
ら
直
近
一
二
年
ま
で
の
一
〇
年
間
は
一
年
ご
と
に
示
し
た
が
、
初

職
か
ら
非
正
規
で
あ
る
割
合
は
ほ
ぼ
毎
年
増
加
し
て
い
る
。
直
近
デ
ー
タ
で
み

る
と
、
今
や
男
性
の
三
割
以
上
、
女
性
の
五
割
以
上
が
、
学
卒
後
の
初
職
か
ら

非
正
規
で
あ
る
。
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非
正
規
雇
用
の
賃
金
は
正
規
雇
用
の
賃
金
よ
り
低
く
、
雇
用
者
と
し
て
働
き

な
が
ら
得
ら
れ
る
教
育
訓
練
の
機
会
も
限
ら
れ
て
お
り
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
や
生

涯
賃
金
に
お
い
て
不
利
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。
日
本
の
労
働
市
場
に
お
け
る

非
正
規
雇
用
の
拡
大
は
、
現
在
の
若
者
の
将
来
へ
の
影
響
を
通
し
て
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
日
本
経
済
に
様
々
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
、

男
女
と
も
に
非
正
規
化
が
進
行
し
て
い
る
と
は
い
え
、
女
性
で
よ
り
そ
の
割
合

が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
雇
用
機
会
や
稼
得
機
会
に
お
け
る
男

女
格
差
を
一
層
拡
大
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

�
就
業
形
態
の
構
造
変
化

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
労
働
力
率
・
就
業
率
の
変
化
と
雇
用
形

態
の
変
化
を
組
み
合
わ
せ
て
、
女
性
の
労
働
市
場
へ
の
参
加
状
況
、
す
な
わ
ち

就
業
形
態
の
構
造
変
化
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

巻
頭
色
刷
り
第
４
図
、
第
５
図
は
、
一
九
八
七
年
と
二
〇
一
二
年
の
「
就
業

構
造
基
本
調
査
」
か
ら
、
年
齢
階
級
別
に
み
た
女
性
の
有
業
者
・
無
業
者
の
割

合
と
有
業
者
の
雇
用
形
態
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
八
七
年
は
有
業
者
の
割
合
が

Ｍ
字
型
に
落
ち
込
む
カ
ー
ブ
を
描
い
て
い
る
。
だ
が
、
若
年
層
の
有
業
者
の
ほ

と
ん
ど
が
正
規
雇
用
と
し
て
働
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
一
二
年
を
み
る
と
、
た
し
か
に
無
業
者
の
割
合
は
全
体
と
し

て
縮
小
し
、
有
業
者
が
占
め
る
面
積
は
増
大
し
た
。
Ｍ
字
の
底
は
浅
く
な
り
、

年
齢
階
級
別
カ
ー
ブ
は
ほ
ぼ
台
形
型
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
面
積
を
増
大
さ
せ
た
の
は
正
規
雇
用
で
は
な
く
非
正
規
雇
用
で
あ
る
。
と

り
わ
け
影
響
が
大
き
い
の
は
若
年
層
で
あ
り
、
二
〇
歳
代
の
女
性
の
正
規
雇
用

比
率
の
減
少
が
著
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

非
正
規
雇
用
の
多
く
は
雇
用
期
間
の
定
め
の
あ
る
有
期
契
約
で
あ
り
、
長
期

第８表 「会社などの役員を除く雇用者」として初職に就いた者の初職の雇用形態
（１９８７年以前～２０１２年） （％）

男性

非正規の職員・
従業員

６．９

８．０

１１．３

１７．９

２２．１

２０．９

２２．１

２２．３

２３．５

２４．４

２４．８

２８．５

３１．９

３５．１

〔出所〕 総務省統計局「就業構造基本調査」（e-Stat）より作成。

正規の職員・
従業員

９３．１

９２．０

８８．７

８２．１

７７．９

７９．１

７７．９

７７．７

７６．５

７５．６

７５．２

７１．５

６８．１

６４．９

女性

非正規の職員・
従業員

１７．２

１８．８

２６．１

３７．９

４１．７

４３．８

４２．０

４３．３

４５．０

４５．０

４５．８

４９．９

５２．３

５３．２

正規の職員・
従業員

８２．８

８１．２

７３．９

６２．１

５８．３

５６．２

５８．０

５６．６

５５．０

５５．０

５４．２

５０．１

４７．７

４６．８

１９８７年９月以前

１９８７年１０月～１９９２年９月

１９９２年１０月～１９９７年９月

１９９７年１０月～２００２年９月

２００２年１０月～２００３年９月

２００３年１０月～２００４年９月

２００４年１０月～２００５年９月

２００５年１０月～２００６年９月

２００６年１０月～２００７年９月

２００７年１０月～２００８年９月

２００８年１０月～２００９年９月

２００９年１０月～２０１０年９月

２０１０年１０月～２０１１年９月

２０１１年１０月～２０１２年９月

初
職
に
就
い
た
時
期
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的
な
キ
ャ
リ
ア
を
展
望
す
る
こ
と
や
数
年
後
の
将
来
の
生
活
を
見
通
す
こ
と
は

難
し
い
。
育
児
休
業
制
度
が
普
及
し
て
き
た
と
は
い
え
、
出
産
退
職
す
る
女
性

が
い
ま
だ
に
多
い
の
は
、
こ
の
若
年
女
性
の
非
正
規
化
の
拡
大
と
無
縁
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
成
立
し
た
八
五
年
か
ら
今
日
ま
で

の
推
移
を
み
る
と
、
女
性
の
労
働
力
参
加
の
状
況
は
大
き
く
変
化
し
た
。
女
性

労
働
力
率
・
就
業
率
の
上
昇
、
Ｍ
字
型
労
働
力
カ
ー
ブ
の
解
消
傾
向
は
、
一

見
、
女
性
が
い
っ
そ
う
働
き
や
す
く
な
り
、
雇
用
機
会
や
稼
得
機
会
に
お
け
る

男
女
平
等
が
進
展
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、
日
本
の
労
働
市
場
に
お
け
る

非
正
規
雇
用
の
拡
大
は
、
育
児
休
業
制
度
の
よ
う
に
仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
図

る
た
め
の
諸
政
策
を
事
実
上
無
効
化
す
る
も
の
と
し
て
作
用
し
た
可
能
性
が
あ

る
。
と
り
わ
け
若
年
女
性
の
非
正
規
雇
用
の
拡
大
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
こ
れ

か
ら
の
将
来
に
わ
た
っ
て
日
本
の
労
働
市
場
や
少
子
化
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

く
こ
と
が
懸
念
さ
れ
よ
う
。

第
四
章

賃

金

以
上
の
よ
う
な
労
働
市
場
の
構
造
変
化
は
、
女
性
の
労
働
条
件
や
男
女
格
差

の
実
態
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
か
。
続
い
て
、
賃
金
・
労
働
時
間
に
つ
い

て
み
て
い
き
た
い
。
ま
ず
と
り
あ
げ
る
の
は
賃
金
に
つ
い
て
で
あ
る
。

�「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
か
ら
み
た
男
女
賃
金
格
差

賃
金
に
関
す
る
統
計
で
最
も
よ
く
利
用
さ
れ
る
の
は
、
厚
生
労
働
省
「
賃
金

構
造
基
本
統
計
調
査
」
で
あ
る
。
調
査
結
果
と
し
て
一
般
的
に
表
記
さ
れ
る
数

値
は
常
用
労
働
者
一
〇
人
以
上
を
雇
用
す
る
事
業
所
を
対
象
と
し
た
結
果
で
あ

り
、
五
人
以
上
九
人
以
下
を
雇
用
す
る
事
業
所
に
つ
い
て
は
特
掲
さ
れ
て
い

る
。
常
用
労
働
者
と
は
、「
①
期
間
を
定
め
ず
に
雇
わ
れ
て
い
る
労
働
者
、
②

一
ヵ
月
を
超
え
る
期
間
を
定
め
て
雇
わ
れ
て
い
る
労
働
者
、
③
日
々
ま
た
は
一

ヵ
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
わ
れ
て
い
る
労
働
者
の
う
ち
四
月
お
よ
び
五
月

に
そ
れ
ぞ
れ
一
八
日
以
上
雇
用
さ
れ
た
労
働
者
」
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
労
働
者
で
あ
る
。
調
査
対
象
期
日
は
六
月
三
〇
日
現
在
で
、
賃
金
月
額
の

調
査
対
象
は
六
月
の
給
与
で
あ
る
。

同
調
査
は
常
用
労
働
者
を
「
一
般
労
働
者
」
と
「
短
時
間
労
働
者
」
に
区
分

し
て
お
り
、
主
な
調
査
結
果
は
「
一
般
労
働
者
」
の
そ
れ
で
あ
る
。「
短
時
間

労
働
者
」
と
は
、
同
一
事
業
所
の
一
般
の
労
働
者
よ
り
一
日
の
所
定
労
働
時
間

が
短
い
ま
た
は
一
日
の
所
定
労
働
時
間
が
同
じ
で
も
一
週
の
所
定
労
働
日
数
が

少
な
い
労
働
者
で
あ
り
、「
一
般
労
働
者
」
と
は
「
短
時
間
労
働
者
」
以
外
の

者
で
あ
る
。
ま
た
、
雇
用
形
態
別
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
正
社
員
・
正
職
員
」
と

「
正
社
員
・
正
職
員
以
外
」
に
区
分
さ
れ
る
。

第
９
表
は
、「
一
般
労
働
者
」
の
賃
金
を
所
定
内
給
与
額
で
み
た
も
の
で
あ

る
。
所
定
内
給
与
額
と
は
、
労
働
契
約
等
で
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
支

給
条
件
や
算
定
方
法
に
よ
り
六
月
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
現
金
給
与
額
（
き
ま

っ
て
支
給
す
る
現
金
給
与
額
）
の
う
ち
、
超
過
労
働
給
与
額
を
差
し
引
い
た
額

で
あ
り
、
所
得
税
等
を
控
除
す
る
前
の
額
を
い
う
。

均
等
法
が
成
立
し
た
八
五
年
の
賃
金
（
所
定
内
給
与
額
）
は
、
女
性
一
四
万

五
八
〇
〇
円
、
男
性
二
四
万
四
六
〇
〇
万
円
で
あ
っ
た
。
女
性
の
賃
金
は
男
性

の
五
九
・
六
％
水
準
で
あ
り
、
男
性
は
女
性
の
一
・
六
八
倍
の
賃
金
を
得
て
い

た
。
そ
の
後
、
男
女
賃
金
格
差
は
徐
々
に
縮
小
し
て
い
き
、
一
〇
年
後
の
九
五

年
に
は
六
二
・
五
％
水
準
（
一
・
六
〇
倍
）、
〇
五
年
に
は
六
五
・
九
％
水
準

特集１ 労働市場のジェンダー構造
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（
一
・
五
二
倍
）
と
な
る
。
〇
五
年
か
ら
一
四
年
に
か
け
て
の
縮
小
幅
は
大
き

く
、
一
四
年
の
女
性
の
賃
金
二
三
万
八
〇
〇
〇
円
は
、
男
性
の
三
二
万
九
六
〇

〇
円
の
七
二
・
二
％
水
準
に
達
し
、
一
・
三
八
倍
ま
で
差
は
縮
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
指
標
で
み
る
か
ぎ
り
、
男
女
賃
金
格
差
は
こ
の
三
〇
年
あ
ま
り
の

間
に
明
ら
か
に
縮
小
し
て
き
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
「
一
般
労
働
者
」
と
さ
れ
る
男
女
間
の
賃
金
比

較
で
あ
る
。
女
性
就
業
者
の
う
ち
「
一
般
労
働
者
」
と
さ
れ
る
〝
短
時
間
労
働

者
以
外
の
常
用
労
働
者
〞
の
割
合
が
相
対
的
に
少
な
く
な
れ
ば
、「
一
般
労
働

者
」
の
賃
金
が
た
と
え
男
女
平
等
に
近
づ
い
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
女

性
就
業
者
全
体
の
賃
金
上
昇
を
意
味
し
な
い
。

�「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
労
働
者
構
成

第
１０
表
は
、
男
女
別
・
就
業
形
態
別
・
雇
用
形
態
別
な
ど
労
働
者
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
別
の
賃
金
を
労
働
者
数
と
と
も
に
み
た
も
の
で
あ
る
。「
賃
金
構
造
基
本

統
計
調
査
」
で
表
記
さ
れ
て
い
る
労
働
者
数
は
、
調
査
し
た
労
働
者
の
数
に
復

元
倍
率
（
標
本
抽
出
時
に
お
け
る
抽
出
率
の
逆
数
）
を
乗
じ
て
復
元
し
た
数
で

あ
り
、
加
重
平
均
に
よ
り
給
与
額
等
を
算
定
す
る
際
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
「
労
働
力
調
査
」
な
ど
と
は
異
な
り
、
労
働
者
数
そ
の
も
の
を
分
析

対
象
と
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
調
査
で
事
業
所
か
ら
回
答
が

あ
り
集
計
対
象
と
な
っ
た
常
用
労
働
者
全
体
の
な
か
で
、
通
常
表
記
さ
れ
る

「
一
般
労
働
者
」
が
ど
の
程
度
を
占
め
る
の
か
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で

あ
る
。

ま
ず
「
一
般
労
働
者
」
の
賃
金
を
雇
用
形
態
別
に
詳
細
に
み
る
と
、
女
性
の

「
一
般
労
働
者
」
で
正
規
（
正
社
員
・
正
職
員
）
の
賃
金
は
二
五
万
六
六
〇
〇

円
で
あ
る
。
こ
れ
は
男
性
の
正
規
の
賃
金
三
四
万
三
二
〇
〇
円
の
七
四
・
八
％

水
準
に
相
当
し
、「
一
般
労
働
者
」
の
な
か
で
も
正
規
に
限
れ
ば
男
女
格
差
は

よ
り
い
っ
そ
う
縮
小
す
る
。

た
だ
し
、
賃
金
を
算
出
す
る
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
労
働
者
数
に
注
目
す
る
と
、

こ
の
よ
う
な
調
査
結
果
の
数
値
の
代
表
性
が
明
ら
か
と
な
る
。
男
性
の
「
一
般

労
働
者
」
の
算
出
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
労
働
者
数
は
一
四
九
〇
万
二
七
〇
人
で
あ

り
、
こ
れ
は
「
短
時
間
労
働
者
」
と
合
計
し
た
集
計
対
象
労
働
者
総
数
の
八

八
・
三
％
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
女
性
は
「
短
時
間
労

働
者
」
に
括
ら
れ
る
労
働
者
数
が
相
対
的
に
多
い
こ
と
か
ら
、「
一
般
労
働

者
」
七
二
五
万
六
二
八
〇
人
は
集
計
対
象
労
働
者
総
数
の
五
七
・
一
％
に
相
当

す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
「
一
般
労
働
者
」
の
女
性
の
賃
金
が
上
昇
し
、「
一

般
労
働
者
」
ど
う
し
で
比
較
し
た
男
女
の
賃
金
格
差
が
た
と
え
縮
小
し
た
と
し

第９表 「賃金構造基本統計調査」の所定内
給与額と男女格差（一般労働者、
１９８０～２０１４年） （企業規模１０人以上）

男女格差指標

女性＝１

１．７０

１．６８

１．６６

１．６０

１．５３

１．５２

１．４４

１．３８

〔出所〕 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
（e-Stat）より作成。

男性＝１００

５８．９

５９．６

６０．２

６２．５

６５．５

６５．９

６９．３

７２．２

男性

（千円）

１９８．６

２４４．６

２９０．５

３３０．０

３３６．８

３３７．８

３２８．３

３２９．６

女性

（千円）

１１６．９

１４５．８

１７５．０

２０６．２

２２０．６

２２２．５

２２７．６

２３８．０

１９８０年

１９８５年

１９９０年

１９９５年

２０００年

２００５年

２０１０年

２０１４年
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て
も
、
労
働
市
場
全
体
に
お
け
る
男
女
賃
金
格
差
が
縮
小
し
た
と
は
い
え
な
い

の
で
あ
る
。

�「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
に
お
け
る
「
一
般
労
働
者
」

第
１１
表
は
、「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
調
査
結
果
の
算
出
ベ
ー
ス
と

な
っ
た
女
性
労
働
者
数
を
就
業
形
態
別
に
み
た
も
の
で
あ
る
。
同
調
査
で
就
業

形
態
別
の
区
分
が
始
ま
る
の
は
一
九
七
〇
年
調
査
か
ら
で
あ
り
、
当
時
は
女
性

の
「
一
般
労
働
者
」
と
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
」（
当
時
の
名
称
）
を
合
計

し
た
集
計
対
象
労
働
者
総
数
の
な
か
で
「
一
般
労
働
者
」
は
九
五
・
〇
％
を
占

め
て
い
た
。
当
時
で
あ
れ
ば
、「
一
般
労
働
者
」
の
賃
金
の
調
査
結
果
は
女
性

の
常
用
労
働
者
全
体
の
賃
金
を
ほ
ぼ
代
表
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か

し
、「
一
般
労
働
者
」
の
割
合
は
縮
小
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
八
〇
年
調

査
で
は
九
割
を
下
回
り
、
九
〇
年
調
査
で
は
八
割
、
二
〇
〇
〇
年
調
査
で
は
七

割
、
一
〇
年
調
査
で
は
六
割
を
切
る
な
ど
、
ほ
ぼ
一
〇
年
ご
と
に
一
〇
ポ
イ
ン

ト
ず
つ
そ
の
割
合
を
低
下
さ
せ
て
き
た
。「
一
般
労
働
者
」
が
九
割
以
上
を
占

め
て
い
た
時
代
と
六
割
を
切
る
ま
で
と
な
っ
た
現
代
で
は
、
同
一
調
査
の
数
値

で
あ
っ
て
も
そ
の
意
味
合
い
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。第

９
表
で
み
た
と
お
り
、「
一
般
労
働
者
」
の
女
性
の
賃
金
は
上
昇
し
、
男

女
の
賃
金
格
差
は
、
こ
の
約
三
〇
年
間
、
た
し
か
に
縮
小
し
て
き
た
。
だ
が
、

そ
れ
は
第
７
表
が
示
す
よ
う
に
、
正
規
雇
用
の
労
働
者
数
が
絶
対
的
に
も
減
少

す
る
な
か
で
生
じ
て
き
た
現
象
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
「
一
般
労
働
者
」
と
な
り

う
る
女
性
労
働
者
自
体
が
縮
小
し
て
き
た
こ
と
を
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な

い
。こ

の
よ
う
な
限
界
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
男
女
賃
金
格
差
が
縮
小
し
て
き
た

第１０表 「一般労働者」「短時間労働者」の所定内給与額と労働者数（２０１４年）
（企業規模１０人以上）

正社員・正職員
２５６．６千円 ５，５１７，２９０人 ７６．０％

正社員・正職員以外
１７９．２千円 １，７３８，９９０人 ２４．０％

正社員・正職員
１３３６円 １７７，５２０人 ３．３％

正社員・正職員以外
１００１円 ５，２７１，９２０人 ９６．７％

正社員・正職員
３４３．２千円 １３，２２４，６６０人 ８８．８％

正社員・正職員以外
２２２．２千円 １，６７５，６００人 １１．２％

正社員・正職員
１５０８円 ８７，８５０人 ４．５％

正社員・正職員以外
１１０２円 １，８８５，９２０人 ９５．５％

〔備考〕「一般労働者」の所定内給与額は月間、「短時間労働者」の所定内給与額は１時間
あたりである。
労働者数は１０人未満を四捨五入したものであり、調査した労働者の数に復元倍率

を乗じて復元した数である。
〔出所〕 厚生労働省「平成２６年賃金構造基本統計調査」（e-Stat）より作成。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一般労働者
２３８．０千円 ７，２５６，２８０人

５７．１％

短時間労働者
１０１２円 ５，４４９，４４０人

４２．９％

一般労働者
３２９．６千円１４，９００，２７０人

８８．３％

短時間労働者
１１２０円 １，９７３，７７０人

１１．７％

女性
一般労働者＋短時間労働者
１２，７０５，７２０人 １００．０％

男性
一般労働者＋短時間労働者
１６，８７４，０４０人 １００．０％
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と
さ
れ
る
「
一
般
労
働
者
」
の
賃
金
カ
ー
ブ
を
巻
頭
色
刷
り
第
６
図
で
み
て
み

よ
う
。
第
６
図
は
、
二
〇
〜
二
四
歳
の
賃
金
を
一
〇
〇
と
し
た
と
き
に
年
齢
階

級
別
に
み
た
賃
金
（
所
定
内
給
与
額
）
が
ど
の
水
準
ま
で
上
が
る
か
、
八
五
年

と
二
〇
一
四
年
で
男
女
の
賃
金
カ
ー
ブ
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
男
性
の
場
合
、

賃
金
の
ピ
ー
ク
に
達
す
る
時
期
が
遅
く
な
り
、
八
五
年
の
四
五
〜
四
九
歳
か
ら

一
四
年
に
は
五
〇
〜
五
四
歳
に
移
行
し
た
が
、
賃
金
水
準
の
指
数
は
二
〇
九
と

同
じ
で
あ
り
、
二
〇
〜
二
四
歳
の
賃
金
の
二
倍
に
達
す
る
状
況
は
変
わ
ら
な

い
。一

方
、
女
性
は
二
〇
〜
二
四
歳
の
賃
金
を
一
〇
〇
と
し
た
と
き
、
八
五
年
で

は
一
二
六
（
五
五
〜
五
九
歳
）
ま
で
し
か
上
が
ら
な
か
っ
た
賃
金
は
、
一
四
年

で
は
一
三
七
（
四
五
〜
四
九
歳
）
ま
で
上
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
女
性
の
賃
金
は
男
性
に
比
べ
て
上
昇
幅
が
小
さ
く
、
い
わ
ゆ
る
�
寝
た
き

り
カ
ー
ブ
�
で
あ
る
。
男
女
賃
金
格
差
が
縮
小
し
て
き
た
と
さ
れ
る
「
一
般
労

働
者
」
で
あ
っ
て
も
、
女
性
は
男
性
と
同
じ
よ
う
な
年
齢
階
級
別
賃
金
カ
ー
ブ

に
は
程
遠
い
現
状
が
あ
る
。

�「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」

賃
金
に
関
し
て
さ
ら
に
利
用
可
能
な
政
府
統
計
は
、
厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤

労
統
計
調
査
」
で
あ
る
。
同
調
査
で
は
常
用
労
働
者
を
五
人
以
上
雇
用
す
る
事

業
所
の
常
用
労
働
者
の
賃
金
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
常
用
労
働
者
と

は
、「
①
期
間
を
定
め
ず
に
又
は
一
ヵ
月
を
超
え
る
期
間
を
定
め
て
雇
わ
れ
て

い
る
者
、
②
日
々
又
は
一
ヵ
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
わ
れ
て
い
る
者
の
う

ち
調
査
期
間
の
前
二
ヵ
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
八
日
以
上
雇
い
入
れ
ら
れ
た
者
」
の

う
ち
、
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
。
一
ヵ
月
を
単
位
に
毎
月
調
査
さ
れ

て
お
り
、
毎
月
の
調
査
結
果
の
ほ
か
年
平
均
や
年
度
平
均
の
結
果
が
利
用
可
能

で
あ
る
。

同
調
査
は
常
用
労
働
者
を
「
一
般
労
働
者
」
と
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
」

に
区
分
し
て
い
る
が
、「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
と
は
異
な
り
、
主
な
調

査
結
果
は
常
用
労
働
者
で
表
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
者
を
含
む
常
用
労
働
者
全
体
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
パ
ー
ト
タ

第１１表 「賃金構造基本統計調査」集計対象労働者数からみた女性
の「一般労働者」の割合（１９７０年～２０１４年） （女性）

一般労働者の割合
（％）

９５．０
９２．７
８８．２
８３．２
７９．８
７５．５
６８．０
６２．０
５７．７
５７．１

〔備考〕 常用労働者の区分名称は１９７０～２０００年は「一般労働者／パート
タイム労働者」、２００５～２０１４年は「一般労働者／短時間労働者」
である。
一般労働者の割合は、一般労働者数と短時間労働者（パートタ

イム労働者）数の合計に占める一般労働者数の割合である。
１９７０年調査ではパートタイム労働者を含む労働者数の記載があ
り、それを母数とすると一般労働者の割合は９６．０％となる。
１９７５年調査のパートタイム労働者数は「製造業」と「卸売業、
小売業」しか把握できないため、１９７６年調査を掲載している。

〔出所〕１９７０～１９９５年は各調査年の『賃金構造基本統計調査報告』（労
働大臣官房統計情報部、労働大臣官房政策調査部等）より作成。
２０００～２０１４年は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（e-Stat）
より作成。

短時間労働者（パート
タイム労働者）（十人）

２７，０８５
４８，６４２
８３，０７６
１３９，１５０
１８５，４９８
２４８，２８３
３２０，７５８
４１５，９４９
４６０，１９１
５４４，９４４

一般労働者
（十人）

５１２，６８２
６１７，６１５
６２１，４５０
６８７，７４０
７３１，０６１
７６４，１３６
６８０，３５０
６７８，８５０
６２７，４３５
７２５，６２８

１９７０年
１９７６年
１９８０年
１９８５年
１９９０年
１９９５年
２０００年
２００５年
２０１０年
２０１４年
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イ
ム
労
働
者
」
と
は
、
常
用
労
働
者
の
う
ち
、「
①
一
日
の
所
定
労
働
時
間
が

一
般
の
労
働
者
よ
り
短
い
者
、
②
一
日
の
所
定
労
働
時
間
が
一
般
の
労
働
者
と

同
じ
で
一
週
の
所
定
労
働
日
数
が
一
般
の
労
働
者
よ
り
も
短
い
者
」
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
り
、「
一
般
労
働
者
」
と
は
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
」
以
外
の
者
で
あ
る
。

第
１２
表
は
、「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
か
ら
「
現
金
給
与
額
」
の
う
ち
「
き

ま
っ
て
支
給
す
る
給
与
」
と
そ
の
男
女
格
差
の
推
移
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
同

調
査
の
「
現
金
給
与
額
」
は
、
賃
金
、
給
与
、
手
当
、
賞
与
そ
の
他
の
名
称
の

如
何
を
問
わ
ず
、
労
働
の
対
償
と
し
て
使
用
者
が
労
働
者
に
通
貨
で
支
払
う
も

の
で
、
所
得
税
、
社
会
保
険
料
、
組
合
費
、
購
買
代
金
等
を
差
し
引
く
前
の
金

額
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
き
ま
っ
て
支
給
す
る
給
与
」
は
、
労
働
協
約
、
就
業

規
則
等
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
支
給
条
件
、
算
定
方
法
に
よ

っ
て
支
給
さ
れ
る
給
与
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
基
本
給
、
家
族
手
当
、
超
過
労
働

手
当
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

事
業
所
規
模
五
人
以
上
で
は
古
い
時
代
を
把
握
で
き
な
い
た
め
、
第
１２
表
は

事
業
所
規
模
三
〇
人
以
上
の
結
果
を
表
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
男
女
と
も

に
若
干
高
い
給
与
額
で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
た
と
え
ば
一
四
年
の
事

業
所
規
模
三
〇
人
以
上
の
賃
金
（
き
ま
っ
て
支
給
す
る
給
与
）
は
、
女
性
一
九

万
八
五
一
一
円
、
男
性
三
五
万
九
八
七
四
円
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
業
所
規
模

五
人
以
上
（
女
性
一
七
万
七
九
五
八
円
、
男
性
三
二
万
八
九
七
六
円
）
と
比
べ

て
、
男
女
と
も
に
約
一
割
高
い
。

�「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
か
ら
み
た
男
女
賃
金
格
差

さ
て
第
１２
表
よ
り
、
事
業
所
規
模
三
〇
人
以
上
で
男
女
常
用
労
働
者
の
賃
金

（
き
ま
っ
て
支
給
す
る
給
与
）
を
み
る
と
、
五
五
年
の
賃
金
は
、
女
性
八
二
二

九
円
、
男
性
一
万
八
二
七
七
円
で
あ
っ
た
。
女
性
の
賃
金
は
男
性
の
四
五
・
〇

％
水
準
で
あ
り
、
男
性
は
女
性
の
二
・
二
二
倍
の
賃
金
を
得
て
い
た
。
六
五
年

は
四
八
・
七
％
水
準
（
二
・
三
〇
倍
）、
七
五
年
は
五
六
・
五
％
水
準
（
一
・

七
七
倍
）
で
あ
り
、
五
五
〜
七
五
年
の
二
〇
年
間
は
変
動
が
あ
る
も
の
の
、
総

じ
て
男
女
格
差
は
縮
小
し
て
き
た
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
そ
の
後
、
八
〇
〜
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
男
女
賃
金
格
差
は
傾
向
的

に
拡
大
し
た
。
最
も
格
差
が
大
き
い
の
は
二
〇
〇
〇
年
で
あ
り
、
女
性
の
賃
金

は
男
性
の
五
〇
・
九
％
水
準
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
以
降
は
格

第１２表 「毎月勤労統計調査」のきまって支給する給与
と男女格差（常用労働者、１９５５～２０１４年）

（事業所規模３０人以上）

男女格差指標

女性＝１

２．２２

２．３０

２．０５

１．９３

１．７７

１．８３

１．８９

１．９５

１．９０

１．９６

１．９３

１．８６

１．８１

〔出所〕１９５５～１９９５年は『毎月勤労統計調査年報（総合報
告書）』（労働大臣官房統計情報部、労働大臣官房政
策調査部等）より作成。
２０００～２０１４年は厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（e-Stat）より作成。

男性＝１００

４５．０

４３．５

４８．７

５１．７

５６．５

５４．６

５２．９

５１．３

５２．５

５０．９

５１．９

５３．９

５５．２

男性

（円）

１８，２７７

２３，３０３

３６，４９６

６６，７１０

１４９，５４９

２２７，０２２

２８０，５１７

３２７，４２６

３７１，２３９

３８０，２５７

３７２，４１４

３６０，１２６

３５９，８７４

女性

（円）

８，２２９

１０，１２９

１７，７６０

３４，４８２

８４，４３１

１２３，８８０

１４８，４７８

１６８，０７４

１９４，８９２

１９３，７１６

１９３，１６９

１９４，０１１

１９８，５１１

１９５５年

１９６０年

１９６５年

１９７０年

１９７５年

１９８０年

１９８５年

１９９０年

１９９５年

２０００年

２００５年

２０１０年

２０１４年
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差
が
縮
小
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
一
四
年
の
格
差
指
数
（
五
五
・
二
％

水
準
、
一
・
八
六
倍
）
は
、
七
五
年
時
点
の
そ
れ
を
超
え
る
ほ
ど
の
縮
小
に
は

至
っ
て
い
な
い
。

「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
「
一
般
労
働
者
」
で
比
較
す
れ
ば
女
性
の

賃
金
は
男
性
の
七
割
以
上
ま
で
漸
増
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、「
毎
月
勤
労
統

計
調
査
」
の
「
常
用
労
働
者
」
で
比
較
す
れ
ば
女
性
の
賃
金
は
い
ま
だ
か
つ
て

男
性
の
六
割
水
準
を
超
え
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
女
性
労
働
者
層
に

お
け
る
非
正
規
雇
用
拡
大
の
結
果
で
あ
り
、「
一
般
労
働
者
」
の
男
女
賃
金
格

差
の
改
善
指
標
を
無
効
化
す
る
ま
で
に
非
正
規
雇
用
が
広
が
っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
の
「
常
用
労
働
者
」
で
み
る
な
ら
ば
、

男
女
の
賃
金
格
差
は
、
均
等
法
が
成
立
し
た
八
五
年
以
降
も
縮
小
す
る
ど
こ
ろ

か
拡
大
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
は
縮
小
傾
向
に
あ
る
と
は
い

え
、
い
ま
だ
女
性
の
賃
金
は
男
性
の
賃
金
の
五
〇
％
台
の
水
準
で
あ
る
。

�「
民
間
給
与
実
態
統
計
調
査
」
か
ら
み
た
男
女
賃
金
格
差

特
定
の
労
働
者
グ
ル
ー
プ
で
み
た
男
女
賃
金
格
差
は
縮
小
し
て
い
な
が
ら
も

全
体
と
し
て
の
男
女
賃
金
格
差
が
縮
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
背

景
に
は
非
正
規
雇
用
拡
大
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
、
国
税
庁
「
民
間
給
与
実
態

統
計
調
査
」
で
み
る
と
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。

同
調
査
は
従
事
員
一
人
の
事
業
所
か
ら
従
事
員
五
〇
〇
〇
人
以
上
の
事
業
所

ま
で
広
く
調
査
し
て
お
り
、
各
年
一
二
月
三
一
日
現
在
で
民
間
の
事
業
所
に
勤

務
し
て
い
る
給
与
所
得
者
（
所
得
税
の
納
税
の
有
無
を
問
わ
な
い
）
の
年
間
給

与
の
動
向
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
１３
表
は
、
二
〇
一
三
年
分
の
結
果

で
あ
る
。

年
収
ベ
ー
ス
で
あ
る
た
め
、
一
年
を
通
じ
て
勤
務
し
た
給
与
所
得
者
に
限
定

第１３表 民間事業所の１人あたり年間平均給与（２０１３年分）と給与所得者数
（１年を通じて勤務した給与所得者）

１人あたり平均給与

男女格差指標
女性＝１

１．８８

１．４８
１．５７

給与所得者数

構成比
男性

１００．０

７６．１
１１．４

〔備考〕「１年を通じて勤務した給与所得者」とは、１月から１２月まで引き続き勤務し、給
与の支給を受けた月数が１２か月の者である。
「非正規」とは、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託等をい
う。
「正規」とは、役員（法人の取締役、監査役、理事、監事等）、青色事業専従者及び
非正規を除く給与所得者をいう。
給与とは、１年間の支給総額（給料・手当及び賞与の合計額）であり、通勤手当等

の非課税分は含まない。
１人あたり平均給与は、給与支給総額を給与所得者数で除したものである。

〔出所〕 国税庁「平成２５年分民間給与実態統計調査」（国税庁ホームページ「活動報告・発
表・統計＞統計情報」）より作成。

男性＝１００

５３．１

６７．６
６３．８

女性

１００．０

５０．８
３８．４

男性（千円）

５，１１３

５，２６６
２，２４５

男性（人）

２７，５３５，３６９

２０，９５３，１４２
３，１３６，８４６

女性（千円）

２，７１５

３，５６１
１，４３３

女性（人）

１８，９１８，８４２

９，６０３，２７０
７，２５９，７９７

計

正 規
非 正 規

計

正 規
非 正 規
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し
て
一
人
あ
た
り
平
均
給
与
を
み
る
と
、
ま
ず
正
規
の
平
均
給
与
は
、
女
性
三

五
六
万
一
〇
〇
〇
円
、
男
性
五
二
六
万
六
〇
〇
〇
円
で
あ
る
。
女
性
の
給
与
は

男
性
の
六
七
・
六
％
水
準
に
相
当
し
、
ほ
ぼ
七
割
に
近
い
。
非
正
規
の
場
合
、

女
性
の
給
与
は
一
四
三
万
三
〇
〇
〇
円
と
低
い
が
、
男
性
も
二
二
四
万
五
〇
〇

〇
円
と
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
た
め
、
男
性
の
六
三
・
八
％
水
準
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
同
じ
雇
用
形
態
で
み
る
な
ら
ば
、
女
性
の
賃
金
は
男
性
の
六
割
か
ら
七
割

水
準
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
雇
用
形
態
を
分
け
ず
に
男
女
総
数
で
み
る
と
、
女
性
の
一

人
あ
た
り
平
均
給
与
は
男
性
の
五
三
・
一
％
水
準
に
ま
で
低
下
す
る
。
な
ぜ
な

ら
、
給
与
所
得
者
数
で
み
る
と
わ
か
る
と
お
り
、
女
性
は
男
性
に
比
べ
て
非
正

規
雇
用
者
が
占
め
る
割
合
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。

正
規
雇
用
者
に
限
れ
ば
、
女
性
の
賃
金
は
た
し
か
に
男
性
の
賃
金
の
七
割
近

く
に
ま
で
達
し
て
き
た
。
同
じ
雇
用
形
態
で
あ
れ
ば
、
男
女
の
賃
金
格
差
は
縮

小
し
て
き
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
問
題
は
、
男
女
の
雇
用
形
態
の
圧
倒

的
な
違
い
で
あ
る
。
近
年
、
正
規
・
非
正
規
と
い
っ
た
雇
用
形
態
別
の
格
差
に

注
目
が
集
ま
る
あ
ま
り
、
男
女
格
差
の
問
題
は
忘
れ
去
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

雇
用
形
態
の
格
差
と
男
女
格
差
は
不
可
分
で
あ
る
。

�「
民
間
給
与
実
態
統
計
調
査
」
に
お
け
る
女
性
の
給
与
所
得
構
成

最
後
に
、「
民
間
給
与
実
態
統
計
調
査
」
に
も
と
づ
く
女
性
給
与
所
得
者
の

構
成
比
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

巻
頭
色
刷
り
第
７
図
は
、
一
年
を
通
じ
て
勤
務
し
た
女
性
の
年
間
平
均
給
与

に
つ
い
て
、
女
性
給
与
所
得
者
全
体
の
構
成
比
で
み
た
も
の
で
あ
る
。
九
〇
年

と
一
三
年
を
比
較
し
て
、
年
間
五
〇
〇
万
円
を
超
え
る
給
与
を
得
る
女
性
は

六
・
〇
％
か
ら
一
〇
・
二
％
へ
、
た
し
か
に
増
加
し
た
。

し
か
し
一
方
で
、
一
〇
〇
万
円
以
下
の
低
所
得
女
性
の
割
合
も
、
一
五
・
九

％
か
ら
一
七
・
六
％
へ
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
女
性
の
給
与
所
得
者

の
う
ち
年
収
二
〇
〇
万
以
下
の
者
の
割
合
は
、
九
〇
年
は
四
三
・
二
％
、
一
三

年
は
四
三
・
七
％
で
あ
り
、
驚
く
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。

こ
の
年
間
平
均
給
与
は
消
費
者
物
価
や
平
均
賃
金
の
変
動
を
加
味
し
て
い
な

い
数
値
で
あ
る
た
め
、
実
質
賃
金
で
み
る
と
相
対
的
な
低
所
得
層
は
よ
り
拡
大

し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
年
収
五
〇
〇
万
円
以
上
の
女
性
給
与
所
得
者
層
は

た
し
か
に
増
加
し
た
と
は
い
え
、
女
性
全
体
と
し
て
の
稼
得
力
は
高
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

第
五
章

労
働
時
間

�
年
間
総
労
働
時
間
「
一
八
〇
〇
時
間
」
の
実
現

一
九
八
七
年
の
新
前
川
レ
ポ
ー
ト
（「
経
済
審
議
会
経
済
構
造
調
整
特
別
部

会
報
告

構
造
調
整
の
指
針
」）
は
、
今
後
中
長
期
に
わ
た
り
労
働
時
間
を

着
実
に
短
縮
す
る
こ
と
が
国
民
生
活
向
上
の
必
須
の
要
件
で
あ
り
、
で
き
る
だ

け
早
期
に
一
八
〇
〇
時
間
程
度
を
目
指
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
建
議
し
た
。

そ
れ
以
来
、
年
間
総
労
働
時
間
一
八
〇
〇
時
間
は
、
政
府
の
数
値
目
標
と
し
て

経
済
計
画
を
は
じ
め
様
々
な
と
こ
ろ
で
掲
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
今
日
、
一

八
〇
〇
時
間
と
い
う
目
標
値
は
ほ
と
ん
ど
聞
か
な
く
な
っ
た
。
す
で
に
達
成
し

た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

�「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」

労
働
時
間
に
関
す
る
政
府
統
計
と
し
て
一
般
的
に
利
用
さ
れ
る
の
は
厚
生
労

特集１ 労働市場のジェンダー構造
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働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
で
あ
る
。
第
１４
表
は
、
同
調
査
で
み
た
実
労
働

時
間
（
総
実
労
働
時
間
）
の
推
移
を
事
業
所
規
模
三
〇
人
以
上
の
結
果
で
表
し

た
も
の
で
あ
る
。「
実
労
働
時
間
」
と
は
労
働
者
が
実
際
に
労
働
し
た
時
間
数

で
あ
り
、
休
憩
時
間
は
給
与
支
給
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
除
か
れ
て
お
り
、
有

給
休
暇
取
得
分
も
除
か
れ
る
。「
総
実
労
働
時
間
」
と
は
、
所
定
内
労
働
時
間

数
（
労
働
協
約
、
就
業
規
則
等
で
定
め
ら
れ
た
正
規
の
始
業
時
刻
と
終
業
時
刻

の
間
の
実
労
働
時
間
数
）
と
所
定
外
労
働
時
間
数
（
早
出
、
残
業
、
臨
時
の
呼

出
、
休
日
出
勤
等
の
実
労
働
時
間
数
）
の
合
計
を
指
す
。

七
〇
年
の
実
労
働
時
間
（
総
実
労
働
時
間
）
は
月
一
八
六
・
六
時
間
で
あ

り
、
一
二
倍
し
た
年
換
算
で
は
二
二
三
九
時
間
で
あ
っ
た
。
新
前
川
レ
ポ
ー
ト

が
発
表
さ
れ
た
一
九
八
七
年
の
総
労
働
時
間
は
月
一
七
五
・
九
時
間
で
あ
り
、

一
二
倍
し
た
年
換
算
で
は
二
一
一
一
時
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
労
働
時
間
は

着
実
に
短
縮
し
、
九
五
年
に
は
二
〇
〇
〇
時
間
、
そ
の
五
年
後
に
は
一
九
〇
〇

時
間
を
切
り
、
一
〇
年
に
は
一
八
〇
〇
時
間
を
下
回
る
に
至
る
。
一
年
ご
と
で

み
る
と
二
〇
〇
〇
時
間
を
切
っ
た
の
は
九
二
年
、
一
八
〇
〇
時
間
を
切
っ
た
の

は
〇
九
年
で
あ
っ
た
。
直
近
一
四
年
の
年
間
総
労
働
時
間
は
月
一
四
九
・
〇
時

間
で
あ
り
、
一
二
倍
し
た
年
換
算
で
は
一
七
八
八
時
間
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
賃
金
の
項
目
で
確
認
し
た
と
お
り
、「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
で

表
示
さ
れ
る
常
用
労
働
者
に
は
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
」
が
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
非
正
規
雇
用
が
拡
大
し
て
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
」
の
比

率
が
上
昇
す
れ
ば
、
正
規
雇
用
者
の
労
働
時
間
に
た
と
え
変
化
が
な
く
て
も
一

人
あ
た
り
年
間
総
労
働
時
間
は
少
な
く
表
示
さ
れ
る
。

そ
こ
で
一
四
年
の
労
働
時
間
を
「
一
般
労
働
者
」
と
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
」
に
分
け
て
見
て
み
る
と
、「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
」
は
一
一
五
一
時
間

（
月
九
五
・
九
時
間
）、「
一
般
労
働
者
」
は
一
九
九
八
時
間
（
月
一
六
六
・
五

第１４表 「毎月勤労統計調査」の実労働時間と男女格差（常用労働者、１９７０～２０１４年）
毎月勤労統計調査
常用労働者

１人平均月間実労働時間数（総実労働時間）（年平均）
事業所規模３０人以上

男女格差指標

女性＝１
１．１１
１．０８
１．１０
１．１２
１．１６
１．１７
１．２０
１．２３
１．２３
１．２４

〔出所〕１９７０～２０００年は『毎月勤労統計調査年報（報告書）』（労働大臣官房統計情報部、労
働大臣官房政策調査部、厚生労働省大臣官房統計情報部等）より作成。
２０１４年は厚生労働省「毎月勤労統計調査」（e-Stat）より作成。

男性＝１００
９０．３
９２．７
９０．６
８９．１
８６．６
８５．７
８３．２
８１．４
８１．２
８０．４

パートタイム
労働者
（時間）
－
－
－
－
－
９８．３
９７．５
９７．５
９６．１
９５．９

×１２倍
－
－
－
－
－
１１８０
１１７０
１１７０
１１５３
１１５１

一般労働者

（時間）
－
－
－
－
－
１６７．０
１６７．０
１６７．４
１６６．３
１６６．５

－
－
－
－
－
２００４
２００４
２００９
１９９６
１９９８

男性

（時間）
１９２．７
１７５．８
１８１．２
１８２．４
１７９．４
１６７．７
１６５．５
１６４．６
１６２．５
１６２．５

２３１２
２１１０
２１７４
２１８９
２１５３
２０１２
１９８６
１９７５
１９５０
１９５０

女性

（時間）
１７４．１
１６３．０
１６４．１
１６２．５
１５５．３
１４３．８
１３７．７
１３４．０
１３１．９
１３０．７

２０８９
１９５６
１９６９
１９５０
１８６４
１７２６
１６５２
１６０８
１５８３
１５６８

計

（時間）
１８６．６
１７２．０
１７５．７
１７５．８
１７１．０
１５９．１
１５４．９
１５２．４
１４９．８
１４９．０

２２３９
２０６４
２１０８
２１１０
２０５２
１９０９
１８５９
１８２９
１７９８
１７８８

１９７０年
１９７５年
１９８０年
１９８５年
１９９０年
１９９５年
２０００年
２００５年
２０１０年
２０１４年

１９７０年
１９７５年
１９８０年
１９８５年
１９９０年
１９９５年
２０００年
２００５年
２０１０年
２０１４年
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時
間
）
で
あ
る
。「
一
般
労
働
者
」
に
限
れ
ば
い
ま
だ
一
八
〇
〇
時
間
と
い
う

政
府
目
標
を
達
成
し
て
い
な
い
。

労
働
時
間
の
推
移
に
つ
い
て
男
女
で
比
較
を
す
る
と
、
七
〇
年
の
月
間
労
働

時
間
は
、
女
性
一
七
四
・
一
時
間
、
男
性
一
九
二
・
七
時
間
で
あ
り
、
女
性
は

男
性
の
九
〇
・
三
％
水
準
で
あ
っ
た
。
賃
金
の
男
女
格
差
の
大
き
さ
に
比
べ

て
、
労
働
時
間
の
男
女
格
差
は
小
さ
く
、
男
性
の
労
働
時
間
は
女
性
の
一
・
一

一
倍
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
直
近
の
一
四
年
で
は
女
性
の
労
働
時
間
は
男

性
の
八
〇
・
四
％
水
準
に
ま
で
低
下
し
、
男
女
格
差
が
か
つ
て
よ
り
拡
大
し
て

い
る
。
女
性
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
比
率
の
増
加
が
女
性
の
労
働
時
間
を
総

体
と
し
て
押
し
下
げ
、
男
女
格
差
の
拡
大
に
つ
な
が
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

あ
ら
た
め
て
確
認
す
べ
き
は
、「
一
般
労
働
者
」
の
労
働
時
間
は
、
こ
の
二

〇
年
間
、
ほ
と
ん
ど
短
縮
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
九
五
年
の
「
一

般
労
働
者
」
の
労
働
時
間
は
月
一
六
七
・
〇
時
間
、
一
四
年
は
一
六
六
・
五
時

間
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、
年
間
二
〇
〇
〇
時
間
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。

新
前
川
レ
ポ
ー
ト
の
一
八
〇
〇
時
間
程
度
と
は
「
完
全
週
休
二
日
制
実
施
、

有
給
休
暇
二
〇
日
完
全
消
化
の
ケ
ー
ス
に
ほ
ぼ
対
応
」
し
た
数
値
と
さ
れ
て
い

た
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
人
あ
た
り
年
間
総

労
働
時
間
を
少
な
く
み
せ
る
と
い
う
目
標
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
実
際
は
、「
一
般
労
働
者
」
の
労
働
時
間
は
一
向
に
減
少
し
な
い
な
か
、

こ
の
間
の
非
正
規
雇
用
の
拡
大
が
一
人
あ
た
り
年
間
総
労
働
時
間
を
縮
減
さ

せ
、
一
八
〇
〇
時
間
を
切
る
ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

�「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」

労
働
者
構
成
比
の
変
化
に
よ
る
労
働
時
間
短
縮
の
影
響
を
除
く
た
め
に
は
、

「
一
般
労
働
者
」
に
絞
っ
た
考
察
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、「
毎
月
勤
労
統

計
調
査
」
は
就
業
形
態
と
性
別
を
掛
け
合
わ
せ
た
集
計
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、

「
一
般
労
働
者
」
の
労
働
時
間
を
男
女
別
に
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
か
ら
「
一
般
労
働
者
」
の
実
労
働

時
間
を
男
女
別
に
み
る
と
、
二
〇
一
四
年
の
所
定
内
実
労
働
時
間
数
と
超
過
実

労
働
時
間
数
の
合
計
は
、
一
七
七
時
間
（
女
性
一
七
一
時
間
、
男
性
一
八
一
時

間
）
で
あ
る
。
単
純
に
一
二
倍
し
た
場
合
、
二
一
二
四
時
間
（
女
性
二
〇
五
二

時
間
、
男
性
二
一
七
二
時
間
）
と
な
り
、
二
〇
〇
〇
時
間
を
大
き
く
超
え
る
。

た
だ
し
、
同
調
査
の
数
値
は
調
査
月
で
あ
る
六
月
の
実
態
で
あ
る
た
め
、
単
純

に
一
二
倍
し
た
結
果
を
年
間
労
働
時
間
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

労
働
時
間
の
男
女
格
差
を
み
る
と
、
一
四
年
の
女
性
の
労
働
時
間
一
七
一
時

間
は
男
性
の
九
四
・
五
％
水
準
で
あ
り
、
男
女
格
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
男
性
の
労
働
時
間
は
た
し
か
に
女
性
よ
り
長
い
が
、
女
性
の
一
・
〇

六
倍
長
く
働
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
前
章
で
み
た
「
一
般
労
働
者
」
の
賃
金

の
男
女
格
差
の
大
き
さ
に
比
べ
て
、
労
働
時
間
の
格
差
は
小
さ
く
、
男
女
は
同

程
度
の
時
間
、
働
い
て
い
る
。

�「
労
働
力
調
査
」

「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
も
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
も
事
業
所
調
査

で
あ
る
た
め
、
両
調
査
で
把
握
で
き
る
の
は
事
業
所
が
実
際
に
支
払
っ
た
賃
金

と
そ
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
労
働
時
間
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
サ
ー
ビ
ス
残
業
と
呼

ば
れ
る
賃
金
が
支
払
わ
れ
な
い
労
働
時
間
や
当
該
事
業
所
以
外
で
働
い
た
時
間

な
ど
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
各
世
帯
に
調
査
票
が
送
付

さ
れ
る
「
労
働
力
調
査
」
や
「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
な
ど
か
ら
労
働
時
間
を

把
握
す
る
方
法
も
あ
る
。

第
１５
表
は
「
労
働
力
調
査
」
か
ら
一
四
年
の
就
業
時
間
を
雇
用
形
態
別
に
み
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た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
平
均
週
間
就
業
時
間
を
み
る
と
、
就
業
者
の
う
ち
休
業

者
を
除
く
従
業
者
全
体
で
み
た
就
業
時
間
は
、
女
性
三
二
・
九
時
間
、
男
性
四

三
・
八
時
間
で
あ
る
。
雇
用
形
態
別
に
み
る
と
、
正
規
（
正
規
の
職
員
・
従
業

員
）
は
そ
れ
ぞ
れ
四
一
・
一
時
間
、
四
六
・
七
時
間
と
長
い
。
単
純
に
五
二
倍

（
三
六
五
日
÷
七
日＝

約
五
二
・
一
四
週
）
す
れ
ば
、
正
規
の
労
働
時
間
は
女

性
二
一
三
七
時
間
、
男
性
二
四
二
八
時
間
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
「
労
働
力
調
査
」
を
使
っ
て
年
間
労
働
時
間
を
み
る
場
合
、
こ
の

よ
う
な
単
純
な
仮
定
を
用
い
た
推
計
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
一

三
年
一
月
調
査
か
ら
月
末
一
週
間
に
仕
事
を
し
た
日
数
と
当
月
一
ヵ
月
間
に
仕

事
を
し
た
日
数
が
調
査
事
項
に
追
加
さ
れ
、
月
間
就
業
時
間
と
年
間
就
業
時
間

が
集
計
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

平
均
週
間
就
業
時
間
を
雇
用
者
で
み
る
と
、
女
性
一
三
七
・
六
時
間
、
男
性

一
八
三
・
七
時
間
、
男
女
計
で
一
六
三
・
九
時
間
で
あ
る
。
こ
れ
を
第
１４
表
の

「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
で
み
た
労
働
時
間
と
比
較
す
る
と
、
女
性
に
比
べ
て

男
性
の
労
働
時
間
の
差
が
著
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
事
業
所
調
査
で
は
把
握
で

き
な
い
労
働
時
間
が
男
性
で
よ
り
多
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

平
均
年
間
就
業
時
間
は
ど
う
か
。
注
目
し
た
い
の
は
、
雇
用
形
態
別
に
み
た

数
値
で
あ
る
。「
正
規
の
職
員
・
従
業
員
」
の
就
業
時
間
は
二
二
五
六
・
五
時

間
で
あ
り
、
き
わ
め
て
長
い
こ
と
が
わ
か
る
。
女
性
は
二
〇
六
六
・
七
時
間
、

男
性
で
は
二
三
三
九
・
四
時
間
に
及
ん
で
お
り
、
い
ず
れ
も
年
間
一
八
〇
〇
時

間
に
は
程
遠
い
数
値
で
あ
る
。

�「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
か
ら
み
た
男
性
正
規
雇
用
者
の
労
働
時
間

こ
の
よ
う
な
正
規
雇
用
者
の
長
時
間
労
働
が
変
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
家
事
・

育
児
と
い
っ
た
家
族
的
責
任
を
果
た
し
な
が
ら
正
規
雇
用
者
と
し
て
働
き
続
け

第１５表 「労働力調査」の週間・月間・年間就業時間（２０１４年平均） （時間）

平均年間就業時間

男性

２１８５．４

２２０４．８

２１９８．９

２３３９．４

１６８５．６

１５５０．８

１３５１．４

１９１６．０

２０３９．０

１８０８．６

１７７０．６

〔備考〕 就業者（従業者）とは、就業者のうち休業者を除いた者である。
〔出所〕 総務省統計局「労働力調査（基本集計）」（e-Stat）より作成。

女性

１６４０．４

１６５１．３

１６４９．８

２０６６．７

１３３５．１

１２６４．５

１０９４．３

１６７１．１

１８４２．９

１６１９．１

１４２７．８

計

１９５３．０

１９６６．２

１９５５．４

２２５６．５

１４４７．７

１２９５．９

１２２２．６

１７７０．５

１９４９．６

１７３９．８

１６０１．９

平均月間就業時間

男性

１８２．１

１８３．７

１８３．２

１９４．９

１４０．５

１２９．２

１１２．６

１５９．７

１６９．９

１５０．７

１４７．５

女性

１３６．７

１３７．６

１３７．５

１７２．２

１１１．３

１０５．４

９１．２

１３９．３

１５３．６

１３４．９

１１９．０

計

１６２．８

１６３．９

１６２．９

１８８．０

１２０．６

１０８．０

１０１．９

１４７．５

１６２．５

１４５．０

１３３．５

平均週間就業時間

男性

４３．８

４４．１

４３．９

４６．７

３４．１

３１．１

２７．９

３８．７

４０．７

３６．２

３６．１

女性

３２．９

３３．０

３３．０

４１．１

２６．９

２５．４

２２．５

３４．０

３６．７

３２．４

２８．８

計

３９．１

３９．３

３９．１

４５．０

２９．２

２６．１

２５．２

３５．９

３８．９

３４．９

３２．５

就業者（従業者）

雇用者

うち役員を除く雇用者

正規の職員・従業員

非正規の職員・従業員

パート

アルバイト

労働者派遣事業所の派遣社員

契約社員

嘱託

その他
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る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
残
業
や
配
転
の
な
い
「
限
定
正
社
員
」
や

「
短
時
間
正
社
員
」
が
話
題
と
な
る
の
は
、
正
社
員
の
世
界
で
は
法
定
労
働
時

間
の
週
四
〇
時
間
を
超
え
て
働
く
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

巻
頭
色
刷
り
第
８
図
は
、
男
性
の
正
規
雇
用
者
の
働
き
方
と
し
て
、
週
四
〇

時
間
労
働
制
が
特
別
措
置
対
象
事
業
場
を
除
い
て
完
全
実
施
さ
れ
た
一
九
九
七

年
以
降
の
週
間
就
業
時
間
の
構
成
比
を
「
就
業
構
造
基
本
調
査
」
か
ら
み
た
も

の
で
あ
る
。
残
業
は
ほ
と
ん
ど
せ
ず
、
週
四
二
時
間
以
下
の
就
業
時
間
で
あ
る

定
時
の
男
性
正
社
員
は
、
一
二
年
調
査
で
三
割
に
す
ぎ
ず
、
残
り
七
割
は
残
業

を
し
て
い
る
。
多
数
の
男
性
同
僚
が
残
業
し
て
い
る
職
場
で
、
女
性
正
社
員
が

残
業
を
せ
ず
に
定
時
で
帰
宅
す
る
こ
と
は
事
実
上
難
し
く
、
定
時
帰
宅
を
貫
い

た
場
合
は
昇
進
・
昇
格
な
ど
の
人
事
考
課
に
も
影
響
す
る
だ
ろ
う
。

第
１
表
の
国
際
比
較
で
み
た
と
お
り
、
週
四
九
時
間
以
上
の
就
業
と
は
国
際

基
準
で
は
長
時
間
労
働
に
該
当
す
る
。
そ
し
て
、
男
性
正
社
員
で
週
四
九
時
間

以
上
の
就
業
者
の
割
合
は
減
少
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
九
七
年
の
三
割
か
ら
一
二

年
に
は
四
割
へ
と
拡
大
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
男
性
正
規
雇
用
者
の
長
時
間

労
働
は
、
女
性
正
規
雇
用
者
の
就
業
継
続
を
困
難
に
す
る
な
ど
多
く
の
影
響
を

女
性
に
与
え
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

第
六
章

産
業
・
職
業

�
産
業
別
構
成
比
の
推
移

女
性
労
働
者
は
ど
の
よ
う
な
産
業
で
働
い
て
き
た
か
。
第
１６
表
は
、
男
女
の

就
業
者
数
の
産
業
別
構
成
に
つ
い
て
一
九
五
五
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
推

移
を
み
た
も
の
で
あ
る
。「
自
営
業
主
」
や
「
家
族
従
業
者
」
と
し
て
働
く
者

が
多
か
っ
た
時
代
は
、
産
業
も
「
農
林
業
」
が
多
く
、
七
〇
年
ま
で
女
性
就
業

者
の
二
割
以
上
を
占
め
て
い
た
。
だ
が
、
均
等
法
が
成
立
し
た
八
五
年
に
は
す

で
に
一
割
ま
で
低
下
し
て
お
り
、「
非
農
林
業
」
で
の
就
業
者
が
九
割
と
な
っ

て
い
た
。

「
非
農
林
業
」
で
女
性
就
業
者
が
多
い
産
業
は
、「
卸
売
・
小
売
業
、
飲
食

店
」「
サ
ー
ビ
ス
業
」「
製
造
業
」
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
の
三
大
産
業
の
就
業
者

数
が
多
い
こ
と
は
男
性
も
同
様
で
あ
り
、
農
林
業
か
ら
非
農
林
業
へ
の
シ
フ
ト

も
含
め
て
就
業
者
の
産
業
別
構
成
は
大
き
く
変
化
し
た
が
、
男
女
で
そ
の
傾
向

に
大
き
な
違
い
は
な
い
。

男
女
別
の
傾
向
を
よ
り
詳
し
く
み
る
た
め
に
、
各
産
業
の
就
業
者
総
数
に
占

め
る
女
性
の
割
合
を
み
る
と
、
女
性
比
率
が
傾
向
的
に
高
ま
っ
て
い
る
産
業
と

し
て
は
「
建
設
業
」「
運
輸
・
通
信
業
」「
公
務
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も

の
）」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
逆
に
「
農
林
業
」「
製
造
業
」
な
ど
の
産
業
で
は

女
性
比
率
は
低
下
し
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
変
化
で
は
な

い
。
む
し
ろ
五
五
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
四
五
年
間
、
各
産
業
の
性
別
構

成
比
は
、
一
部
の
産
業
を
除
い
て
大
き
く
変
化
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。

第
１７
表
は
、
そ
の
後
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
一
四
年
ま
で
の
産
業
別
構
成
比
で

あ
る
。
産
業
分
類
が
改
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
二
〇
〇
〇
年
以
前
と
接
続
し
て
比

較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
四
年
現
在
、
よ
り
細
か
く
な
っ
た
産
業
分
類

で
女
性
比
率
を
み
る
と
、
男
女
就
業
者
が
ほ
ぼ
同
数
（
女
性
比
率
四
割
以
上
六

割
未
満
）
で
あ
る
産
業
は
、
非
農
林
業
の
一
八
の
産
業
の
う
ち
「
卸
売
業
、
小

売
業
」「
金
融
業
、
保
険
業
」「
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
」「
教
育
、

学
習
支
援
業
」
の
四
つ
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
一
四
の
産
業
は
、
男
女
ど
ち
ら

か
に
就
業
者
の
性
別
構
成
が
偏
っ
て
い
る
。
と
く
に
「
建
設
業
」「
電
気
・
ガ

ス
・
熱
供
給
・
水
道
業
」
の
二
つ
は
女
性
比
率
が
一
割
台
と
低
く
、
逆
に
「
医
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療
、
福
祉
」
は
七
割
を
超
え
る
な
ど
、

性
別
の
偏
り
が
大
き
い
。

�
産
業
別
常
用
労
働
者
の
構
成
比
と

賃
金
・
労
働
時
間

こ
の
よ
う
な
産
業
別
に
み
た
性
別
職

域
分
離
と
男
女
の
労
働
条
件
の
格
差
は

ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
。

第
１８
表
は
、
常
用
労
働
者
五
人
以
上

の
事
業
所
を
対
象
と
す
る
「
毎
月
勤
労

統
計
調
査
」
に
も
と
づ
き
、
二
〇
一
四

年
の
賃
金
・
労
働
時
間
を
産
業
別
に
み

た
も
の
で
あ
る
。
月
間
現
金
給
与
額

（
き
ま
っ
て
支
給
す
る
給
与
）
の
低
い

産
業
か
ら
高
い
産
業
の
順
に
並
べ
た
と

こ
ろ
、
産
業
別
の
賃
金
格
差
は
大
き

く
、
最
も
低
い「
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
等
」

一
一
万
九
九
五
六
円
と
高
い
「
電
気
・

ガ
ス
業
」
四
三
万
三
六
三
八
円
と
の
間

に
は
、
月
額
で
三
〇
万
円
を
超
え
る
違

い
が
あ
る
。
そ
し
て
、
常
用
労
働
者
の

構
成
比
を
み
る
と
、
賃
金
の
低
い
産
業

は
総
じ
て
女
性
比
率
が
高
く
、
賃
金
の

高
い
産
業
は
「
金
融
業
、
保
険
業
」
を

例
外
と
し
て
女
性
比
率
が
相
対
的
に
低

第１６表 就業者の産業別構成比と就業者に占める女性比率（１９５５年～２０００年）（％）

公
務（
他
に
分
類

さ
れ
な
い
も
の
）
１．１
１．３
１．３
１．２
１．６
１．５
１．５
１．４
１．６
１．８
４．７
４．５
４．７
４．４
５．０
４．９
４．７
４．３
４．６
４．３
１４．５
１６．２
１５．８
１５．５
１５．８
１６．６
１７．６
１８．５
１９．３
２２．０

〔備考〕１９５５～１９７０年の数値には沖縄県分は含まれていない。
２０１５年３月現在公表されている「長期時系列表」の時系列接続用数値を用いて算出。
女性比率は男女計の就業者数に占める女性就業者数の割合であり、男女計で１０万人

を下回る年次のある「鉱業」での比率は表示していない。
〔出所〕 総務省統計局「労働力調査（基本集計）」（e-Stat）より作成。

サ
ー
ビ
ス
業

１４．１
１６．３
１７．６
１８．９
２１．８
２３．７
２５．８
２７．８
３１．１
３４．５
９．７
１０．６
１１．２
１２．０
１３．１
１４．６
１６．５
１８．５
１９．５
２１．２
５０．６
５１．４
５１．０
５０．５
４９．７
５０．７
５０．７
５０．６
５２．０
５２．８

金
融
・
保
険
業
、

不
動
産
業

１９．７
２１．８
２３．８

３．０
３．９
４．１
４．２
５．０
５．０
４．４

１７．８
１９．２
１９．７

２．３
２．９
３．１
３．４
３．５
３．４
３．５

４４．０
４３．８
４４．３
４６．２
４４．７
４６．１
４４．７
４９．４
４９．６
４６．８

卸
売
・
小
売
業
、

飲
食
店

２３．２
２６．０
２６．９
２７．１
２７．２
２７．８
２８．８

１７．７
１８．９
１９．８
１９．８
１９．６
１８．８
１８．８

４５．９
４５．１
４６．２
４７．４
４８．７
５０．１
５１．４

運
輸
・
通
信
業

１．４
１．６
１．８

２．１
２．０
１．９
１．９
２．２
２．６
３．０

７．１
８．０
９．１

９．１
８．９
９．１
８．５
８．６
８．７
８．８

１２．４
１２．１
１１．６
１３．０
１２．０
１１．７
１２．８
１４．７
１６．９
１８．８

電
気
・
ガ
ス
・
熱

供
給
・
水
道
業

０．１
０．２
０．２
０．２
０．２
０．２
０．２

０．８
０．９
０．８
０．８
０．７
１．０
０．８

１０．７
１２．５
１３．３
１２．１
１３．３
１１．９
１４．７

製
造
業

１７．１
１９．３
２２．４
２５．９
２４．３
２４．６
２４．９
２３．５
２０．７
１７．５
１９．５
２２．７
２５．６
２７．８
２６．６
２４．７
２５．１
２４．５
２３．８
２２．５
３８．４
３６．９
３６．５
３７．６
３５．３
３８．６
３９．５
３９．５
３７．２
３４．９

建
設
業

１．４
１．８
２．４
２．６
３．０
３．６
３．３
３．８
４．１
３．７
７．２
８．４
９．９
１１．０
１２．８
１３．９
１３．０
１３．３
１４．５
１４．５
１１．８
１３．０
１３．７
１３．５
１２．３
１４．１
１４．３
１６．３
１６．０
１５．０

鉱

業

０．４
０．２
０．２
０．１
０．１
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
１．６
１．５
０．９
０．５
０．５
０．３
０．２
０．１
０．１
０．１
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

漁

業

０．８
１．０
１．１
０．４
０．４
０．５
０．６
０．４
０．３
０．３
１．９
１．９
１．６
１．１
１．１
１．０
０．９
０．８
０．５
０．６
２２．４
２６．９
２９．９
２０．５
１８．６
２４．４
２８．９
２７．５
２５．９
２７．６

非
農
林
業

５５．９
６３．４
７０．６
７７．９
８３．５
８７．３
８９．９
９２．０
９３．８
９４．８
６９．５
７６．８
８２．７
８７．０
９１．０
９２．３
９３．３
９４．５
９５．４
９５．８
３６．４
３６．２
３６．０
３６．７
３５．４
３７．４
３８．８
３９．９
４０．１
４０．５

農
林
業

４４．１
３６．６
２９．４
２２．１
１６．５
１２．７
１０．０
８．０
６．２
５．２
３０．５
２３．３
１７．３
１３．０
９．０
７．７
６．７
５．５
４．６
４．２
５０．７
５１．９
５２．９
５２．５
５２．３
５１．１
４９．８
４９．６
４７．６
４６．１

総

数

１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
４１．６
４０．７
３９．７
３９．３
３７．４
３８．７
３９．７
４０．６
４０．５
４０．８

１９５５年
１９６０年
１９６５年
１９７０年
１９７５年
１９８０年
１９８５年
１９９０年
１９９５年
２０００年
１９５５年
１９６０年
１９６５年
１９７０年
１９７５年
１９８０年
１９８５年
１９９０年
１９９５年
２０００年
１９５５年
１９６０年
１９６５年
１９７０年
１９７５年
１９８０年
１９８５年
１９９０年
１９９５年
２０００年

女
性

男
性

女
性
比
率
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い
と
い
う
傾
向
が
み
て
と
れ
よ
う
。

�
賃
金
の
低
い
産
業

産
業
別
の
賃
金
格
差
を
考
察
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
最
も
賃
金
が
低
い
「
飲

食
サ
ー
ビ
ス
業
等
」
を
み
る
と
、
男
女
と
も
に
最
も
賃
金
が
低
い
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
比
率
が
高
い
こ
と
に
あ

る
。
常
用
労
働
者
の
構
成
比
で
「
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
等
」
の
常
用
労
働
者
に
占

め
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
割
合
は
、
女
性
で
八
割
以
上
、
男
性
で
も
六
割

以
上
で
あ
り
、
最
も
パ
ー
ト
比
率
の
高
い
産
業
で
あ
る
。

で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
労
働
時
間
が
短
い
の
で
あ
る
か
ら
、
賃
金

が
少
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

「
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
等
」
の
月
間
実
労
働
時
間
は
合
計
一
〇
二
・
八
時
間
で

あ
り
、
た
し
か
に
一
六
の
産
業
の
う
ち
最
も
労
働
時
間
が
短
い
。
性
別
で
み
て

も
、
男
女
と
も
に
最
も
労
働
時
間
が
短
い
産
業
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
、
月
間
現
金
給
与
額
を
月
間
実
労
働
時
間
で
除
し
て
算
出
し
た
一
時
間
あ
た

り
の
賃
金
を
み
る
と
一
一
六
七
円
で
あ
り
、
時
間
あ
た
り
賃
金
で
み
て
も
最
も

低
い
産
業
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ト
比
率
の
多
さ
や
労
働
時
間
の
短
さ
だ

け
で
は
賃
金
が
低
い
理
由
は
説
明
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
就
業
形
態
別
に
賃
金
を
確
認
す
る
と
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
以

外
の
労
働
者
の
賃
金
も
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。「
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
等
」
の
一

般
労
働
者
の
賃
金
は
二
六
万
四
七
五
四
円
で
あ
り
、
同
じ
一
般
労
働
者
ど
う
し

で
比
較
し
て
も
、
賃
金
が
最
も
低
い
産
業
な
の
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
一
般
労
働
者
の
労
働
時
間
の
長
さ
で
あ
る
。「
飲
食

サ
ー
ビ
ス
業
等
」
の
一
般
労
働
者
の
月
間
実
労
働
時
間
は
一
八
一
・
二
時
間
で

あ
り
、
産
業
平
均
の
一
六
八
・
四
時
間
を
大
き
く
超
え
、
一
六
の
産
業
の
う
ち

第１７表 就業者の産業別構成比と就業者に占める女性比率（２００５年～２０１４年）（％）

公
務（
他
に
分
類
さ

れ
る
も
の
を
除
く
）
１．９

２．０

２．３

４．８

４．７

４．８

２１．４

２３．３

２６．９

〔備考〕 女性比率は男女計の就業者数に占める女性就業者数の割合であり、男女計の就業者
が各年次とも３万人と少ない「鉱業，採石業，砂利採取業」での比率は表示していな
い。

〔出所〕 総務省統計局「労働力調査（基本集計）」（e-Stat）より作成。

サ
ー
ビ
ス
業（
他
に

分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

７．０

７．１

５．６

７．１

７．４

６．８

４１．２

４１．４

３８．３

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

１．０

０．８

０．８

１．３

０．７

１．０

３５．５

４４．４

３８．６

医
療
、
福
祉

１６．１

１８．８

２０．９

３．５

４．３

５．２

７６．７

７５．９

７５．３

教
育
、学
習
支
援
業

５．８

６．０

６．１

３．４

３．６

３．７

５４．８

５５．４

５５．１

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス

業
、
娯
楽
業

５．４

５．４

５．２

２．６

２．７

２．７

５９．２

５９．６

５９．２

宿
泊
業
、

飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

８．７

８．８

８．８

４．１

４．２

４．０

６０．１

６０．６

６２．１

学
術
研
究
、専
門
・

技
術
サ
ー
ビ
ス
業

２．５

２．５

２．６

３．８

３．７

３．９

３２．４

３３．３

３３．５

不
動
産
業
、
物
品

賃
貸
業

１．４

１．５

１．５

１．７

１．９

２．０

３５．６

３６．４

３６．６

金
融
業
、
保
険
業

３．０

３．２

３．０

２．１

２．２

２．０

５０．３

５２．１

５３．２

卸
売
業
、
小
売
業

２０．５

２０．０

１９．９

１４．６

１４．６

１４．２

４９．８

４９．９

５１．４

運
輸
業
、
郵
便
業

２．１

２．５

２．３

７．１

７．９

７．５

１７．２

１８．８

１８．８

情
報
通
信
業

１．７

１．８

１．９

３．５

４．１

４．２

２６．３

２４．４

２５．６

電
気
・
ガ
ス
・

熱
供
給
・
水
道
業

０．２

０．２

０．１

０．８

０．９

０．７

１１．４

１１．８

１３．８

製
造
業

１４．０

１１．９

１１．４

２０．８

２０．４

２０．２

３２．２

２９．９

２９．８

建
設
業

３．１

２．７

２．７

１３．１

１１．９

１１．９

１４．３

１４．１

１４．９

鉱
業
、
採
石
業
、

砂
利
採
取
業

０．０

０．０

０．０

０．１

０．１

０．１

－

－

－

漁

業

０．２

０．２

０．２

０．５

０．４

０．４

２６．１

２７．８

２３．８

非
農
林
業

９５．７

９６．３

９７．０

９６．１

９６．２

９６．５

４１．３

４２．２

４３．１

農
業
、
林
業

４．３

３．７

３．０

３．９

３．８

３．５

４３．６

４１．４

３９．７

総

数

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

４１．４

４２．２

４３．０

２００５年

２０１０年

２０１４年

２００５年

２０１０年

２０１４年

２００５年

２０１０年

２０１４年

女
性

男
性

女
性
比
率

特集１ 労働市場のジェンダー構造
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第１８表 「毎月勤労統計調査」の産業別にみた賃金・労働時間（常用労働者、２０１４年） （事業所規模５人以上）
月間実労働時間

就業形態別
パートタイ
ム労働者
＝１
１．８６
２．３２
１．８４
１．６７
１．７７
１．９７
１．６９
１．５１
１．７４
２．６０
１．１２
１．４６
１．６７
１．５３
１．８２
１．６９
１．４７

〔備考〕「月間現金給与額（きまって支給する給与）」の低い産業から高い産業の順に表記している。
〔出所〕 厚生労働省「毎月勤労統計調査（全国調査結果原表（２０１４年確報））」（e-Stat）より作成。

パートタイ
ム労働者
（時間）
９０．３
７８．２
９４．９
９８．７
９５．５
８０．３
１１１．４
１０３．４
９７．５
５９．１
１５２．７
１１７．２
１０５．９
１０１．１
９０．９
９８．９
１０６．９

一般労働者

（時間）
１６８．４
１８１．２
１７４．４
１６５．１
１６９．０
１５８．２
１８８．２
１５６．１
１６９．５
１５３．６
１７０．８
１７０．６
１７７．２
１５４．６
１６５．１
１６７．５
１５６．９

性別

女性＝１

１．２９
１．３５
１．１７
１．３０
１．３０
１．１１
１．３６
１．１３
１．１９
１．０９
１．１０
１．１９
１．２１
１．１９
１．１８
１．１４
１．１４

男性

（時間）
１６１．２
１２１．８
１５０．７
１６０．３
１５５．９
１４５．７
１８２．７
１５６．２
１６２．７
１３２．５
１７１．８
１７０．９
１７７．９
１６１．５
１６６．０
１６８．９
１５６．９

女性

（時間）
１２５．３
９０．５
１２８．４
１２３．７
１２０．０
１３１．６
１３４．６
１３８．５
１３７．２
１２１．３
１５６．２
１４４．０
１４７．６
１３５．８
１４０．５
１４８．８
１３７．５

常用労働者の構成比

常用労働者に占めるパートタイム
労働者の割合

男性

（％）
１４．９
６１．０
３３．１
１６．２
２１．１
１９．２
１１．７
４．５
１３．８
２０．９
５．７
４．７
２．６
２．２
２．８
１．５
３．４

計

（時間）

１４５．１
１０２．８
１３８．２
１４３．８
１３８．０
１３５．１
１７３．５
１４８．６
１５３．９
１２６．６
１６９．５
１６３．２
１７３．２
１４７．４
１５７．８
１６３．６
１５４．４

女性

（％）
４８．０
８５．９
５５．３
５１．５
６３．２
３３．１
５１．１
２７．３
３６．３
３５．３
１０．６
３６．３
２１．３
２２．６
２４．７
１７．２
１６．３

月間現金給与額（きまって支給する給与）
就業形態別

パートタイ
ム労働者
＝１
３．５１
３．５６
２．７５
２．７５
３．５９
２．８８
２．７８
２．９７
３．６０
４．３４
１．６０
２．９８
２．８２
３．２０
３．５６
３．４０
２．７９

計

（％）
２９．８
７６．１
４５．６
３２．１
４２．２
２９．７
１９．３
１４．３
２１．５
２８．５
６．４
１３．７
５．６
１３．３
９．８
５．６
５．１

パートタイ
ム労働者
（円）
９４，５２６
７４，４０７
９８，７０９
１００，６８３
９１，３９４
１０６，０５７
１１８，２６４
１０７，２１２
９６，６４８
８７，７０５
１９１，５７４
１１２，９９４
１１７，７７０
１２０，８６４
１０８，１１３
１１８，１３１
１６０，７９４

常用労働者
の女性比率

（％）

４５．０
６０．６
５６．５
４５．２
５０．０
７５．５
１９．３
４３．３
３４．４
５２．９
１４．２
２８．６
１５．９
５４．６
３１．８
２６．１
１３．１

一般労働者

（円）
３３１，７２４
２６４，７５４
２７１，４３８
２７６，７５２
３２８，５６１
３０５，５９８
３２８，３８０
３１８，６４３
３４７，７７４
３８０，４７２
３０５，７５０
３３６，５８３
３３２，５０３
３８６，３４８
３８４，８９６
４０１，２８３
４４８，１８７

月間現金給与額（きまって支給する給与）／月間実労働時間

就業形態別

パートタイ
ム労働者
（円）
１，０４７
９５１
１，０４０
１，０２０
９５７
１，３２１
１，０６２
１，０３７
９９１
１，４８４
１，２５５
９６４
１，１１２
１，１９５
１，１８９
１，１９４
１，５０４

性別

女性＝１

１．８５
１．７７
１．５７
１．７９
２．０９
１．６４
１．８５
１．６４
１．７０
１．４６
１．４７
１．９４
１．６６
２．０２
１．６９
１．５６
１．５５

一般労働者

（円）
１，９７０
１，４６１
１，５５６
１，６７６
１，９４４
１，９３２
１，７４５
２，０４１
２，０５２
２，４７７
１，７９０
１，９７３
１，８７６
２，４９９
２，３３１
２，３９６
２，８５７

男性

（円）
３２８，９７６
１６２，７７１
２４２，５９３
２７４，７９３
３０９，０８７
３４９，６５５
３１５，８９２
３４７，３２３
３４２，３１８
３５６，５７７
３１２，６５７
３５５，００９
３４２，０００
４８４，６９２
４１１，０３５
４２５，４１５
４５４，８９７

性別

男性

（円）
２，０４１
１，３３６
１，６１０
１，７１４
１，９８３
２，４００
１，７２９
２，２２４
２，１０４
２，６９１
１，８２０
２，０７７
１，９２２
３，００１
２，４７６
２，５１９
２，８９９

女性

（円）
１７７，９５８
９２，０９６
１５４，２１５
１５３，９０４
１４８，０４６
２１２，９２２
１７０，５７０
２１１，１７０
２００，７８４
２４３，８５６
２１２，６６９
１８３，３３４
２０６，０３２
２３９，７７７
２４３，８４０
２７１，８９１
２９２，５５０

女性

（円）
１，４２０
１，０１８
１，２０１
１，２４４
１，２３４
１，６１８
１，２６７
１，５２５
１，４６３
２，０１０
１，３６２
１，２７３
１，３９６
１，７６６
１，７３６
１，８２７
２，１２８

計

（円）

２６１，０２９
１１９，９５６
１９２，６７９
２２０，１６３
２２８，５０８
２４６，３７０
２８７，８７３
２８８，３５１
２９３，６９６
２９６，９２８
２９８，４０６
３０５，８６６
３２０，４６６
３５０，９４０
３５７，８４３
３８５，４３２
４３３，６３８

計

（円）

１，７９９
１，１６７
１，３９４
１，５３１
１，６５６
１，８２４
１，６５９
１，９４０
１，９０８
２，３４５
１，７６１
１，８７４
１，８５０
２，３８１
２，２６８
２，３５６
２，８０９

調査産業計
飲食サービス業等
生活関連サービス等
その他のサービス業
卸売業，小売業
医療，福祉
運輸業，郵便業
複合サービス事業
不動産・物品賃貸業
教育，学習支援業
鉱業，採石業等
製 造 業
建 設 業
金融業，保険業
学術研究等
情報通信業
電気・ガス業

調査産業計
飲食サービス業等
生活関連サービス等
その他のサービス業
卸売業，小売業
医療，福祉
運輸業，郵便業
複合サービス事業
不動産・物品賃貸業
教育，学習支援業
鉱業，採石業等
製 造 業
建 設 業
金融業，保険業
学術研究等
情報通信業
電気・ガス業
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「
運
輸
業
、
郵
便
業
」
に
次
い
で
長
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
結
果
、
一
時
間

あ
た
り
の
賃
金
は
一
四
六
一
円
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、「
教
育
、
学
習
支
援

業
」
や
「
電
気
・
ガ
ス
業
」
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
一
時
間
あ
た
り
の
賃

金
を
下
回
る
金
額
で
あ
り
、
一
般
労
働
者
で
あ
り
な
が
ら
他
産
業
の
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
と
同
程
度
の
賃
金
水
準
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
相
対
的
に
恵
ま
れ
な
い
労
働
条
件
で
あ
り
な
が
ら
、
同
じ
「
飲

食
サ
ー
ビ
ス
業
等
」
の
な
か
で
比
べ
る
と
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
一
と
し

た
場
合
の
一
般
労
働
者
の
賃
金
は
三
・
五
六
倍
、
労
働
時
間
は
二
・
三
二
倍
で

あ
り
、
両
者
の
格
差
は
大
き
い
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
比
率
の
高
い
同
産
業

で
は
、
一
般
労
働
者
の
賃
金
は
同
産
業
の
就
業
者
全
体
の
な
か
で
は
高
く
感
じ

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
労
働
者
の
低
い
労
働
条
件
は
改
善
さ
れ
に
く
く
、
同

時
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
労
働
条
件
も
低
い
ま
ま
に
留
め
置
か
れ
る
状
況

に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

�
賃
金
の
高
い
産
業

次
に
、
賃
金
の
高
い
産
業
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
月
間
現
金
給
与
額
（
き
ま

っ
て
支
給
す
る
給
与
）
が
最
も
高
い
の
は
「
電
気
・
ガ
ス
業
」
で
あ
る
。
男
女

別
で
み
て
も
、
女
性
の
賃
金
は
二
九
万
二
五
五
〇
円
と
一
六
の
産
業
の
な
か
で

最
も
高
く
、
男
性
も
四
五
万
四
八
九
七
円
と
「
金
融
業
、
保
険
業
」
に
次
い
で

高
い
。
女
性
の
賃
金
が
高
い
こ
と
か
ら
、
女
性
を
一
と
し
た
男
女
格
差
指
標
は

一
・
五
五
で
あ
り
、
産
業
計
の
一
・
八
五
に
比
べ
て
格
差
は
相
対
的
に
小
さ

い
。
就
業
形
態
別
の
賃
金
で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
賃
金
が
一
六
万
七

九
四
円
と
高
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
月
間
実
労
働
時
間
で
は
、
女
性
は
一
三

七
・
五
時
間
と
女
性
平
均
よ
り
長
い
が
、
男
性
は
一
五
六
・
九
時
間
と
男
性
平

均
よ
り
短
い
。
そ
の
結
果
、
労
働
時
間
の
男
女
格
差
も
一
・
一
四
と
小
さ
く
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
電
気
・
ガ
ス
業
」
は
、
女
性
に
と
っ
て
は
賃
金
が
最
も
高

く
、
労
働
条
件
の
男
女
格
差
も
小
さ
い
�
恵
ま
れ
た
�
産
業
で
あ
る
。
女
性
の

賃
金
が
高
い
だ
け
で
な
く
男
性
の
賃
金
も
相
対
的
に
高
く
、
ま
た
男
性
の
労
働

時
間
も
短
い
こ
と
か
ら
、
男
性
に
と
っ
て
も
労
働
条
件
が
相
対
的
に
高
い
産
業

で
あ
る
と
い
え
る
。

問
題
は
、
当
該
産
業
で
働
く
雇
用
機
会
が
男
女
平
等
で
な
い
こ
と
に
あ
る
。

「
電
気
・
ガ
ス
業
」
の
常
用
労
働
者
に
占
め
る
女
性
比
率
は
わ
ず
か
一
三
・
一

％
で
あ
り
、
相
対
的
に
恵
ま
れ
た
雇
用
機
会
の
九
割
は
男
性
で
占
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

�
一
般
労
働
者
の
産
業
別
に
み
た
賃
金
・
労
働
時
間

「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
で
も
産
業
別
に
み
た
男
女
の
労
働
条
件
を
確

認
し
て
お
こ
う
。
第
１９
表
は
、
一
般
労
働
者
の
賃
金
・
賞
与
・
労
働
時
間
を
き

ま
っ
て
支
給
す
る
現
金
給
与
額
の
低
い
産
業
か
ら
高
い
産
業
の
順
に
並
べ
た
も

の
で
あ
る
。

ま
ず
賃
金
の
低
い
産
業
と
高
い
産
業
は
第
１８
表
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。
男
女
の
賃
金
は
一
般
労
働
者
ど
う
し
の
比
較
で
あ
る
第
１９
表
の

ほ
う
が
接
近
し
て
お
り
、
男
女
の
賃
金
格
差
も
よ
り
小
さ
い
。

た
だ
し
問
題
は
、
年
間
賞
与
等
の
ボ
ー
ナ
ス
部
分
で
あ
る
。
最
も
少
な
い

「
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
」
三
二
万
八
〇
〇
〇
円
と
最
も
多
い
「
金
融

業
、
保
険
業
」
一
三
七
万
七
六
〇
〇
円
に
は
四
倍
以
上
の
開
き
が
あ
り
、
男
女

格
差
の
点
で
も
、
き
ま
っ
て
支
給
す
る
現
金
給
与
額
以
上
に
年
間
賞
与
そ
の
他

特
別
給
与
額
の
格
差
が
大
き
い
。
男
女
賃
金
格
差
は
一
般
的
に
所
定
内
給
与
等

の
月
給
ベ
ー
ス
で
比
較
さ
れ
る
が
、
年
間
賞
与
等
の
ボ
ー
ナ
ス
の
存
在
に
よ
っ

特集１ 労働市場のジェンダー構造
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て
年
収
ベ
ー
ス
で
み
る
と
格
差
は
よ
り
い
っ
そ
う
拡
大
す
る
。

労
働
時
間
の
観
点
で
は
、
す
で
に
男
女
格
差
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
る

点
が
重
要
で
あ
る
。
一
般
労
働
者
ど
う
し
の
比
較
で
は
、
ど
の
産
業
に
お
い
て

も
男
女
の
労
働
時
間
は
接
近
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
は
年
間
一
八
〇
〇
時
間
に

程
遠
い
水
準
で
あ
る
。

�
職
業

次
に
、
職
業
別
に
み
た
構
成
比
を
確
認
す
る
。

第
２０
表
は
、
男
女
の
就
業
者
数
の
職
業
別
構
成
に
つ
い
て
一
九
五
五
年
か
ら

二
〇
一
〇
年
ま
で
の
推
移
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
一
〇
年
の
女
性
就
業
者
で
最

も
多
い
の
は
「
事
務
労
働
者
」
二
九
・
四
％
で
あ
る
。
続
け
て
「
専
門
的
・
技

術
的
職
業
従
事
者
」
が
一
七
・
八
％
、「
保
安
職
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
従
事
者
」

一
七
・
六
％
で
あ
り
、
今
日
の
女
性
の
三
大
職
業
と
い
え
る
。
五
五
年
の
女
性

就
業
者
の
職
業
の
四
割
は
「
農
林
漁
業
作
業
者
」
で
あ
り
、
七
〇
年
ま
で
二
割

以
上
を
占
め
て
い
た
。
産
業
構
造
の
転
換
に
と
も
な
い
女
性
の
職
業
も
大
き
く

変
化
し
た
と
い
え
よ
う
。

男
性
の
職
業
を
み
る
と
、
同
じ
く
「
農
林
漁
業
作
業
者
」
の
割
合
が
小
さ
く

な
り
、「
事
務
労
働
者
」
や
「
専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者
」
が
増
加
し
た

の
は
女
性
と
同
様
で
あ
る
。
だ
が
、
女
性
ほ
ど
に
は
構
成
比
の
大
き
な
変
化
は

み
ら
れ
な
い
。
一
〇
年
現
在
、
男
性
の
職
業
で
最
も
多
い
の
は
「
製
造
・
制

作
・
機
械
運
転
及
び
建
設
作
業
者
」
で
二
七
・
三
％
だ
が
、
こ
の
約
五
〇
年

間
、
男
性
就
業
者
の
約
三
割
は
当
該
職
種
に
就
い
て
き
た
。

今
日
、
男
女
就
業
者
が
ほ
ぼ
同
数
（
女
性
比
率
四
割
以
上
六
割
未
満
）
で
あ

る
職
業
は
、「
専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者
」「
保
安
職
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
従

事
者
」「
労
務
作
業
者
」
の
三
つ
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
七
つ
の
職
業
は
、
男

第１９表 「賃金構造基本調査」の産業別にみた賃金・労働時間（一般労働者、２０１４年）
（企業規模１０人以上）

所定内実労働時間数＋
超過実労働時間数

女性
＝１

１．０６
１．０５
１．０３
１．０７
１．０２
１．１２
１．０３
１．０４
１．０３
１．０５
１．０３
１．０６
１．００
１．０５
１．０４
１．０４
１．０６

〔備考〕「きまって支給する現金給与額」は６月分として支給された現金給与額である。
「年間賞与その他特別給与額」は、昨年１年間における賞与、期末手当等特別給与
額（いわゆるボーナス）である。
「きまって支給する現金給与額」の低い産業から高い産業の順に表記している。

〔出所〕 厚生労働省「平成２６年賃金構造基本統計調査」（e-Stat）より作成。

男性
（時間）

１８１
１９０
１８１
１８１
１７１
１９９
１７１
１７９
１８２
１７９
１７８
１８４
１６７
１６６
１７３
１７４
１６８

女性
（時間）

１７１
１８１
１７５
１６９
１６７
１７８
１６６
１７２
１７６
１７０
１７２
１７４
１６７
１５８
１６７
１６８
１５８

計
（時間）

１７７
１８６
１７８
１７８
１６８
１９６
１７０
１７７
１８２
１７８
１７６
１８３
１６８
１６２
１７２
１７３
１６７

年間賞与その他
特別給与額

女性
＝１

１．６９
１．９２
１．９６
１．９３
１．２７
１．３１
１．５８
２．０６
２．１１
１．３９
１．６５
１．５７
１．５６
２．１２
１．８５
１．５９
１．３９

男性
（千円）

９７２．０
４０４．４
５４８．０
６０８．０
７６８．１
６２５．１
９７５．０
１０４４．４
１０４５．５
１０４１．０
９９２．２
８３１．５
１６０１．８
１８６４．９
１４５８．２
１２３８．２
９７４．７

女性
（千円）

５７４．０
２１０．２
２７９．３
３１５．１
６０５．８
４７５．６
６１８．７
５０７．１
４９５．９
７４６．４
６０１．０
５３０．９
１０２４．６
８８０．０
７８７．８
７７８．７
７０１．４

計
（千円）

８４１．６
３２８．０
４３１．３
５２１．６
６５１．９
６０６．９
８９８．２
８７６．０
９２１．３
１００３．８
８７９．３
７９５．３
１３５７．６
１３７７．６
１２８６．２
１１３３．５
９４３．０

きまって支給する
現金給与額

女性
＝１

１．４３
１．４１
１．３６
１．３５
１．３８
１．４１
１．４８
１．４７
１．６０
１．４２
１．４２
１．４８
１．３９
１．７２
１．４７
１．３５
１．３３

男性
（千円）

３６５．７
２９７．７
３０９．５
３０７．４
３６６．５
３２９．６
３４４．４
３６０．５
３６０．７
３４８．２
３７９．３
３６１．４
４５０．２
５０１．２
４３４．２
４２８．６
４７８．５

女性
（千円）

２５５．６
２１０．８
２２７．５
２２６．９
２６６．０
２３３．６
２３３．２
２４５．４
２２５．２
２４４．９
２６６．５
２４３．６
３２３．９
２９１．５
２９５．５
３１８．４
３５９．５

計
（千円）

３２９．６
２６３．５
２７３．９
２８３．６
２９４．５
３１７．９
３２０．４
３２４．４
３３０．１
３３５．２
３４６．７
３４７．２
３９６．８
３９７．４
３９８．６
４０３．５
４６４．６

産業計
宿泊業，飲食サービス業
生活関連サービス業，娯楽業
サービス業（他に分類されないもの）
医療，福祉
運輸業，郵便業
複合サービス事業
卸売業，小売業
製造業
鉱業，採石業，砂利採取業
不動産業，物品賃貸業
建設業
教育，学習支援業
金融業，保険業
学術研究，専門・技術サービス業
情報通信業
電気・ガス・熱供給・水道業
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第２０表 就業者の職業別構成比と就業者に占める女性比率（１９５５年～２０１０年）（％）

労
務
作
業
者

２１．３
２３．０

４．４
３．８
２．７
３．１
４．４
４．７
５．２
５．８
６．１
６．１

２９．８
３２．９

５．１
４．６
２．９
２．９
３．７
４．２
４．５
５．１
５．５
５．８

３３．７
３２．４

３６．２
３４．９
３５．１
３９．９
４４．３
４３．１
４３．９
４４．１
４４．１
４３．１

〔備考〕 日本標準職業分類の２００９年１２月改定以前の職業分類である。
１９５５～１９７０年の数値には沖縄県分は含まれていない。
２０１５年３月現在公表されている「長期時系列表」の時系列接続用数値を用いて算
出。
女性比率は男女計の就業者数に占める女性就業者数の割合であり、男女計で１０万人

を下回る年次のある「採掘作業者」での比率は表示していない。
〔出所〕 総務省統計局「労働力調査（基本集計）」（e-Stat）より作成。

製
造
・
制
作
・
機
械
運

転
及
び
建
設
作
業
者

２０．３
２３．１
２２．４
２２．６
２２．４
２０．９
１８．１
１５．８
１３．０
１１．０

３０．０
３３．９
３４．９
３４．４
３３．４
３１．６
３１．６
３０．５
２８．９
２７．３

３０．８
３０．６
２７．７
２９．３
３０．６
３１．１
２８．０
２６．３
２４．１
２２．８

採
掘
作
業
者

０．５
０．３
０．１
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．９
１．０
０．６
０．４
０．３
０．１
０．１
０．１
０．１
０．１
０．１
０．１
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

運
輸
・
通
信
従
事
者

０．４
０．４
１．１
１．１
０．９
０．７
０．５
０．４
０．５
０．４
０．４
０．５
２．７
３．５
５．５
６．８
６．７
６．９
６．２
６．０
５．８
５．５
５．２
５．２
８．５
７．０
１１．３
９．５
７．２
６．０
４．８
４．３
５．５
５．０
５．４
６．０

農
林
漁
業
作
業
者

４３．３
３６．９
２９．９
２２．４
１６．８
１３．１
１０．５
８．４
６．３
５．３
４．３
３．６
３２．１
２５．０
１８．７
１３．９
１０．０
８．５
７．５
６．３
５．２
４．８
４．４
４．２
４９．０
５０．４
５１．４
５１．０
５０．３
４９．１
４８．０
４７．５
４５．５
４３．３
４０．９
３８．９

保
安
職
業
、
サ
ー

ビ
ス
職
業
従
事
者

７．４
９．０
１０．３
１１．４
１２．８
１２．７
１１．８
１１．４
１２．８
１４．４
１６．２
１７．６
３．９
５．２
５．６
５．２
６．３
６．７
６．５
６．６
７．２
７．８
８．９
９．７
５７．１
５４．４
５４．８
５８．９
５４．７
５４．５
５４．５
５４．２
５４．９
５６．０
５６．４
５６．９

販
売
従
事
者

１４．８
１４．８
１４．４
１３．６
１４．４
１４．３
１４．１
１４．２
１３．８
１３．０
１３．０
１２．５
１２．２
１２．５
１２．１
１２．６
１４．０
１４．４
１５．３
１５．６
１５．１
１４．９
１４．８
１４．６
４６．２
４５．０
４３．９
４１．１
３８．２
３８．５
３７．６
３８．３
３８．３
３７．４
３８．２
３８．４

事
務
従
事
者

８．１
１０．８
１４．１
１８．３
２１．２
２３．１
２４．７
２７．４
２９．０
２９．６
２８．９
２９．４
９．７
１１．５
１３．０
１２．６
１２．４
１２．６
１２．９
１２．４
１２．９
１３．３
１３．１
１４．０
３７．０
３９．３
４１．５
４８．６
５０．６
５３．６
５５．６
６０．１
６０．５
６０．５
６１．０
６０．５

管
理
的
職
業
従
事
者

０．４
０．３
０．３
０．２
０．６
０．５
０．６
０．７
０．８
０．７
０．７
０．６
３．５
３．３
４．４
４．２
６．０
６．２
５．６
５．９
５．６
４．９
４．６
４．０
６．７
５．５
４．６
３．７
５．３
５．０
６．６
７．９
８．９
９．２
１０．１
１０．６

専
門
的
・
技
術
的

職
業
従
事
者

４．１
４．５
５．１
５．８
８．０
９．６
１０．６
１１．４
１３．１
１４．５
１６．４
１７．８
５．１
５．２
５．０
５．８
６．３
６．９
８．４
１０．８
１１．７
１２．４
１３．６
１４．３
３６．３
３７．３
４０．３
３９．７
４２．９
４６．８
４５．５
４２．０
４３．３
４４．５
４６．０
４７．７

総

数

１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
４１．６
４０．７
３９．７
３９．３
３７．４
３８．７
３９．７
４０．６
４０．５
４０．８
４１．４
４２．２

１９５５年
１９６０年
１９６５年
１９７０年
１９７５年
１９８０年
１９８５年
１９９０年
１９９５年
２０００年
２００５年
２０１０年
１９５５年
１９６０年
１９６５年
１９７０年
１９７５年
１９８０年
１９８５年
１９９０年
１９９５年
２０００年
２００５年
２０１０年
１９５５年
１９６０年
１９６５年
１９７０年
１９７５年
１９８０年
１９８５年
１９９０年
１９９５年
２０００年
２００５年
２０１０年

女

性

男

性

女
性
比
率
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女
ど
ち
ら
か
に
就
業
者
の
性
別
構
成
が
偏
っ
て
い
る
。

と
り
わ
け
「
管
理
的
職
業
従
事
者
」
の
女
性
比
率
の
少
な
さ
は
、
日
本
の
垂

直
的
な
性
別
職
務
分
離
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
女
性
就
業
者
の
う
ち
「
管
理
的

職
業
従
事
者
」
の
割
合
は
、
五
五
年
で
〇
・
四
％
だ
っ
た
が
、
一
〇
年
で
も
わ

ず
か
〇
・
六
％
に
す
ぎ
な
い
。「
管
理
的
職
業
従
事
者
」
に
占
め
る
女
性
比
率

を
み
る
と
、
こ
の
五
五
年
間
で
六
・
七
％
か
ら
一
〇
・
六
％
ま
で
上
昇
し
た
に

と
ど
ま
っ
て
お
り
、「
管
理
的
職
業
従
事
者
」
の
九
割
は
男
性
で
あ
る
。

お
わ
り
に

二
〇
一
五
年
二
月
に
再
上
程
さ
れ
第
一
八
九
回
国
会
に
付
さ
れ
た
「
女
性
の

活
躍
推
進
法
案
」
は
、
事
業
主
に
対
し
て
、
採
用
し
た
労
働
者
に
占
め
る
女
性

労
働
者
の
割
合
、
男
女
の
継
続
勤
務
年
数
の
差
異
、
管
理
的
地
位
に
あ
る
労
働

者
に
占
め
る
女
性
労
働
者
の
割
合
な
ど
の
状
況
を
把
握
し
、
活
躍
を
推
進
す
る

た
め
に
改
善
す
べ
き
事
情
を
分
析
し
た
う
え
で
、
行
動
計
画
を
定
め
る
こ
と
を

求
め
る
も
の
で
あ
る
。
現
政
権
は
一
三
年
六
月
に
策
定
し
た
「
日
本
再
興
戦

略
」
で
も
「
雇
用
制
度
改
革
・
人
事
力
の
強
化
」
の
一
つ
に
「
女
性
の
活
躍
推

進
」
を
掲
げ
、「
指
導
的
地
位
に
占
め
る
女
性
の
割
合
の
増
加
」「
役
員
や
管
理

職
へ
の
登
用
拡
大
」
な
ど
を
明
記
し
て
い
た
。
職
業
別
に
み
た
職
域
分
離
の
項

目
で
確
認
し
た
と
お
り
「
管
理
的
職
業
従
事
者
」
の
女
性
比
率
は
低
く
、
政
府

は
事
業
主
に
対
し
て
女
性
の
役
員
や
管
理
職
へ
の
登
用
拡
大
を
促
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
女
性
の
活
躍
推
進
」
政
策
で
主
な
対
象
と
な
る
の
は
、「
一

般
労
働
者
」
の
「
正
規
職
員
・
従
業
員
」
と
し
て
の
女
性
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
本
稿
で
み
て
き
た
と
お
り
、
政
府
統
計
の
長
期
的
な
推
移
で
踏
ま
え
る

べ
き
は
、
正
規
雇
用
者
数
の
絶
対
的
な
減
少
で
あ
り
、「
一
般
労
働
者
」
と
し

て
括
ら
れ
な
い
女
性
就
業
者
が
相
対
的
に
増
加
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
正
規

と
非
正
規
の
処
遇
が
均
等
で
な
い
か
ぎ
り
、
非
正
規
雇
用
の
拡
大
は
不
安
定
で

低
賃
金
な
雇
用
の
拡
大
を
意
味
す
る
。

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
成
立
し
て
三
〇
年
を
経
て
も
な
お
日
本
の
労
働
市

場
で
男
女
平
等
が
進
展
し
な
い
根
本
要
因
は
、
本
稿
の
考
察
で
い
う
な
ら
ば
、

「
一
般
労
働
者
」、
と
り
わ
け
「
正
規
の
職
員
・
従
業
員
」
と
し
て
働
く
男
性
の

労
働
時
間
の
長
さ
に
あ
る
。
家
事
労
働
や
育
児
介
護
の
ケ
ア
時
間
な
ど
、
家
族

的
責
任
と
両
立
で
き
な
い
長
時
間
労
働
が
蔓
延
す
る
正
規
雇
用
の
世
界
で
、
男

性
と
同
等
に
働
く
た
め
に
は
、
女
性
は
未
婚
で
働
く
か
、
結
婚
し
て
も
子
ど
も

を
持
た
ず
に
働
く
し
か
な
く
、
同
等
に
は
働
け
な
い
女
性
は
非
正
規
雇
用
に
流

れ
る
し
か
な
い
。
政
府
統
計
の
長
期
的
な
推
移
か
ら
垣
間
見
え
る
の
は
、「
一

般
労
働
者
」
の
男
女
平
等
傾
向
と
、
多
数
の
女
性
の
「
一
般
労
働
者
」
か
ら
の

�
脱
落
�
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
女
性
の
活
躍
推
進
」
政
策
で
「
一
般
労
働

者
」
の
男
女
平
等
が
進
展
し
て
も
、
多
く
の
女
性
就
業
者
に
と
っ
て
は
雇
用
機

会
や
稼
得
機
会
の
男
女
平
等
に
は
程
遠
く
、
身
近
な
現
実
か
ら
遊
離
し
た
事
象

と
受
け
止
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

深
刻
な
の
は
、
労
働
時
間
統
計
と
し
て
一
般
的
に
利
用
さ
れ
る
「
毎
月
勤
労

統
計
調
査
」
で
は
性
別
・
雇
用
形
態
別
の
表
章
が
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
男

性
正
規
雇
用
者
の
長
労
働
時
間
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
年
間
総
労
働
時
間
は
一
八
〇
〇
時
間
を
下
回
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る

な
か
、
労
働
時
間
規
制
の
適
用
を
除
外
す
る
働
き
方
（
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
制
度
）
が
議
論
さ
れ
る
現
状
に
あ
る
。
事
業
所
調
査
を
通
し
た
政
府
統
計

で
明
ら
か
に
な
ら
な
い
実
態
を
い
か
に
認
知
し
改
善
し
て
い
く
か
、
政
府
統
計

の
分
析
力
と
政
策
手
段
が
問
わ
れ
て
い
る
。

労
働
市
場
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
に
つ
い
て
、
各
種
白
書
や
審
議
会
等
で
利
用
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さ
れ
る
代
表
的
な
政
府
統
計
を
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
認
識
を
抱
き
が
ち
で

あ
る
。

「
人
口
高
齢
化
に
と
も
な
っ
て
男
性
の
労
働
力
率
・
就
業
率
が
低
下
す
る
な
か
で
、
女
性
の

労
働
力
率
・
就
業
率
は
高
ま
り
、
日
本
の
労
働
市
場
に
お
け
る
女
性
就
業
者
の
存
在
は
か

つ
て
以
上
に
大
き
く
な
っ
て
き
た
。
日
本
の
女
性
労
働
の
特
徴
と
し
て
長
く
指
摘
さ
れ
て

き
た
Ｍ
字
型
労
働
力
カ
ー
ブ
も
、
Ｍ
字
の
底
が
浅
く
な
り
、
男
性
と
同
様
の
台
形
型
に
近

付
き
つ
つ
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
に
国
際
的
に
非
難
を
浴
び
た
日
本
の
長
時
間
労
働
も
今

や
一
八
〇
〇
時
間
を
下
回
る
ま
で
に
短
縮
し
た
。
男
女
賃
金
格
差
は
い
ま
だ
存
在
す
る
も

の
の
、
女
性
の
賃
金
は
男
性
の
賃
金
の
七
割
超
ま
で
接
近
し
つ
つ
あ
る
。」

統
計
数
値
自
体
は
決
し
て
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
統
計
数
値
は

何
を
表
し
、
何
を
表
し
て
い
な
い
の
か
。
本
稿
は
様
々
な
角
度
か
ら
眺
め
る
こ

と
に
よ
り
、
上
記
の
よ
う
な
認
識
と
は
異
な
る
見
方
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
描

い
て
き
た
。
政
府
統
計
は
誰
も
が
利
用
で
き
る
資
料
で
あ
る
。
本
稿
と
は
異
な

る
解
釈
や
数
値
の
見
方
も
ま
た
可
能
で
あ
ろ
う
。
議
論
の
深
ま
り
を
期
待
し
た

い
。

（
藤

原

千

沙
）
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